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議 事 日 程  （第２号） 

 

令和６年６月14日（金）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．５番 柴田 一雄 

                   ２．13番 佐原 佳美 

                   ３．17番 神谷 里枝 

                   ４．６番 加藤 治司 

                   ５．12番 楠  浩幸 

                   ６．１番 相曽 桃子 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で、御報告いたします。 

 ここで、副議長より挨拶を申し上げます。菅沼 

淳議員。 

  〔副議長 菅沼 淳登壇〕 

○副議長（菅沼 淳） おはようございます。副議

長の菅沼 淳でございます。よろしくお願いいたし

ます。市議会議員を代表いたしまして、一言御挨拶

を申し上げます。 

 まずは、本日はお忙しい中、傍聴に足をお運びい

ただきました市民の皆様には感謝を申し上げ、また

同時に、動画配信を御視聴いただいている皆様にも

重ねてお礼を申し上げる次第であります。 

 本日、朝刊新聞の一面に市長三選は不出馬との記

事が掲載されました。多くの市民の皆様は、その若

さと実績からして驚かれていることと思います。本

定例会におきましても、17日、月曜日の一般質問に

て市民の皆様に納得いただける説明をし、進退につ

いて表明されると思いますのでよろしくお願いをい

たします。 

 この年になりますと、月日の流れが早く感じられ

るもので、今年も半年を過ぎようとしております。

本年、年頭に石川県を中心とし、甚大な被害をもた

らした能登半島地震は、半年近く経過した現在も石

川県内では3,300人余り、また石川県外には1,200人

を超える方々が避難を続けておられます。個人とし

ては何もできませんが、避難所生活における身体

的・精神的な苦痛をお察し申し上げるとともに、一

日も早く震災以前の日常に復帰をされることを願う

ものであります。 

 季節は６月も中旬となり、雨や湿気がうっとうし

く、じめじめする蒸し暑いなどの話が多くなる梅雨

の時期となりました。梅雨は、高気圧と低気圧が頻

繁に入れ替わることによって自律神経が乱れがちに

なり、体調不良を起こしやすくなると言われており

ます。また、食中毒の発生が多く聞かれる時期でも

あり、衛生面の管理、体調の管理を意識して日々を

過ごしていきたいと思うところであります。 

 うっとうしい話ばかりではなく、私の地元、新所

ではこの時期、多面的機能支払交付金事業制度を利

用させていただき、各種団体、関係者が丹精を込め

て育てた約2,000株のアジサイが全長３キロメート

ルの農道に花を咲かせております。新所の誇れる事

業であります。ぜひ一度、御観賞いただければと思

います。 

 さて、本日より議長、副議長を除く16名の全議員

により、３日間にわたり一般質問が行われます。定

例会においての一般質問は、市民の皆様が最も注目

をしている機会でもあります。当市に存在しない国

や県に係る個別の事務事業に対しての質問は、個人

としての見解や認識、また一般論を述べるにとどま

り、統一した方針や取組としての答弁はできないと

考えられます。市政一般事務を厳しく正し、提案を

する全体の奉仕者、また市民納税者の貴重な税金か

ら報酬を頂いている当市の議員としての意義、使命、

役割を考慮の上、そして議会での発言はルールに従

っての自由であることを御理解いただき、開催のた

びに申し上げておりますが、議員の皆様には確かな

根拠の下、分かりやすく建設的で前向きな議論をし

ていただくことを、いま一度お願いをいたしまして

御挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 今回、16名の議員の一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日から３日間予定しており

ますので、本日６名、17日に５名、18日に５名の一

般質問を行うことといたします。予定された３日間

の日程で全ての一般質問が終えられるよう、質問者

及び答弁者の御協力を強くお願いいたします。 

 本日の質問順序は、１番 柴田一雄議員、２番 

佐原佳美議員、３番 神谷里枝議員、４番 加藤治
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司議員、５番 楠 浩幸議員、６番 相曽桃子議員

と決定いたします。 

 初めに、５番 柴田一雄議員の発言を許します。 

  〔５番 柴田一雄登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、５番 柴田一雄議

員。 

○５番（柴田一雄） ５番 柴田一雄です。通告書

に従いまして一般質問させていただきます。６月定

例会の一般質問トップバッターということですので、

元気に参りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 主題、湖西市職員服務規則について。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、公務員にお

ける服務の根本基準については、地方公務員法第30

条において「すべて職員は、全体の奉仕者として公

共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当た

っては、全力を挙げてこれに専念しなければならな

い」と定められており、公務員は全体の奉仕者とし

ての性格を有することから、民間企業の場合とは異

なった服務規律が定められております。当市におき

ましては、規則第１号として平成８年４月１日に

「湖西市職員服務規則」が施行されました。 

 職員服務規則は、第１条の趣旨にも記載のとおり、

職員の服務に関し必要な事項が定められており、日

常の執務において一番身近な約束事であります。 

 平成８年４月に施行され、28年が経過しようとし

ておりますが、これまでに条例の改正などに伴う軽

微な改定はあるものの、庁舎内において職員が中心

となった改定や変更に向けた動きもなかったように

思われます。 

 また、全国的に問題となっております自治体職員

の人材不足、特に技術系の職員不足は深刻であり、

当市におきましても他人事ではございません。 

 同時に、カスタマーハラスメント対策やコンプラ

イアンス推進についても社会的な問題となっており

ます。行政のデジタル化に加え、新庁舎建設に向け

た計画も進められております現在、職員の働き方に

ついても変革の時代となっております。 

 質問の目的ですが、現在運用されております「湖

西市職員服務規則」が、時代に即した内容になって

いるのか、適切に改定や見直しが行われているのか

を確認いたします。 

 それでは、質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（柴田一雄） 湖西市職員服務規則の位置づ

けをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 安形知哉登壇〕 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 服務規則につきましては、行政の効率性・公正

性・透明性を確保するためのルールや義務を定めて

おり、職員に求められる行動規範と位置づけをして

おります。 

 行政の質や生産性を向上し、市民の皆様の信頼を

確保するため、市職員として責任や自覚を持たせる

役割を担っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 職員に求められる行動規範と

いうことで理解いたしました。 

 それでは、本年度も４月１日より新規採用職員が

新たに仲間に加わりましたが、新規採用職員への周

知、教育についてはどのようになっておりますでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 入庁後、新規採用職員研修を実施しておりまして、

今年度も４月１日から５日間、文書管理であったり

窓口対応、身だしなみの含めた接遇などについて研

修を行っております。市職員としての自覚を持つよ

う、そこで指導をしております。 

 また、人材育成、教育という観点から、研修の受

講であったり自己啓発など、職員個人個人の取組に

加えまして組織としても職員を教育、人材育成に努

めております。 

 以上でございます。 

○５番（柴田一雄） 柴田一雄議員。 

 ４月１日から５日間、しっかりと研修を実施して、

組織としても人材育成に向けて指導ができていると
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いうことで理解をいたしました。 

 それでは、次の２番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（柴田一雄） 当市におきましては、人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例に基づきまし

て、毎年、湖西市の人事行政の運営等の状況につい

てという資料が公開されております。その中で、こ

こ数年、特別研修の項目でコンプライアンス研修に

多くの職員が参加しておりますが、コンプライアン

ス推進要件についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 服務規則では、公務員としての信用を失墜しない

ように事故の報告や文書の取扱い、物品の管理など

を規定しておりまして、コンプライアンスの推進を

しております。 

 また、服務規則以外に湖西市職員倫理規程やコン

プライアンスガイドを職員に周知し、法令の遵守だ

けではなく法令の目的や趣旨を理解し、社会の状況

に即した対応を行うことで、市民の皆様の信頼を得

られるよう取り組んでおります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） コンプライアンスの推進につ

きましては、湖西市職員倫理規程やコンプライアン

スガイドということで、職務規則ではなく内規で定

められており推進しているということですけども、

具体的に職員への周知徹底や見直しなどは、どのよ

うになっておりますでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 職員への周知につきましては、様々な方法で行っ

ております。 

 まず１点目として、コンプライアンスのガイドラ

インであります職員としての行動規範、これらを随

時確認できるよう、職員間の情報共有ツールであり

ますグループウエアに掲載をしております。 

 ２点目として、年末年始や夏季休暇、あとゴール

デンウイークといった長期休暇に合わせまして、年

３回ほど服務規律の保持について、全庁的に通知を

発出しております。 

 もう一点、実務上、身につけておくべき考え方を

示した自治体職員のためのコンプライアンスチェッ

クノート、こちらを活用してコンプライアンスチェ

ックを年２回ほど実施し、常にコンプライアンスを

意識した行動を取るように指導をしております。 

 以上となります。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 職員への周知徹底につきまし

ては、随時、職員が確認できるような状態にあり、

またチェックノート、そういったものも用いたチェ

ックも運用はしているということで理解をいたしま

した。 

 それでは、次の３番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（柴田一雄） 湖西市職員服務規則第３条執

務態度の項目では、第３条職員は執務中、名札を左

胸につけ、言語を正し、市民全体の奉仕者としての

体面を失するようなことをしてはならない。２項来

訪者に対しては、担当者自ら親切丁寧に応接し、用

件を速やかに処理するように努めなければならない

と記されております。 

 まず、第３条に記載されております名札の扱いに

ついてお伺いをいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 市民全体の奉仕者としての体面を失うことのない

ように、執務中は会計年度任用職員も含め、氏名が

表記された名札を着用しております。 

 なお、正規職員については、現在、顔写真つきの

身分証明を兼ねた名札を着用しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 私もふだん職員の方の名札を

拝見することが多くございますが、明文化されてお

りますように左胸につけている方は少ないのかなと

思われますし、今前を見ても職員の皆様は首から下

げているということで、そういった業務に支障のな

いようにということでもあるかもしれないですけど

も、その辺りの明文化はどうなのかなと考えること
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もございますし、また写真を拝見いたしますと非常

に若い頃の写真なのか、以前撮られた写真なのかな

と思うところもあって、一見すると本人なのかどう

なのか分からないというような写真も散見できるか

なと、非常に写りのいい写真を使ってるのかなとも

思いますけれども、また名前の記載の部分を拝見い

たしますと、シールやバッジ、また記章などいろい

ろ取組をされてるということで、そういった市のＰ

Ｒも兼ねているということでは承知はいたしますけ

ども、そういった中で名前が少し読みづらいと、名

前が見えないというような職員もいらっしゃるかな

ということがございます。 

 また、近隣市町の事例では、磐田市ではユニバー

サルの要素を取り入れた平仮名表記を基本といたし

まして、読みやすさに配慮し、ローマ字表記でも表

記され、国の公用文などの方針に準じた取扱いとな

っているということでございます。 

 昨今では、ＳＮＳの普及で名札から個人情報を検

索されたり、インターネット上に名前が公開された

りして、プライバシーが侵害される懸念やカスタマ

ーハラスメント対策といたしまして、職員が身につ

ける名札の表記を見直す動きが、民間企業だけでな

く自治体にも広がっておりますが、そういったこと

に関しましては当市における考えはいかがでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 今議員言われるように、服務規則については名札

は左胸ということで、これも当初、昔は本当にこう

いう名札でなくてプラスチックの安全ピンがついた

ようなやつをやはり左胸につけてたもんですから、

そういうものの名残ということで、やはりその名札

も様々、やっぱり市民の方が見やすく分かりやすく

というのが第一ですので、それに合わせたような形

の規則の見直しなんかも考えていきたいと考えてま

す。 

 あと、今現在使用している名札につきましては、

顔写真とフルネーム、こちらを表記しております。

やはり職員が安心して働けるようにということで、

また来庁された方にとっても分かりやすい名札とな

るように、他市の状況も踏まえて顔写真の件であっ

たりお名前の件、それについてはより分かりやすい、

なおかつ安全な名札にしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） ぜひ、職員の方が安全・安心

に日常の業務に携わることができるように、そうい

った前向きな検討を期待をしております。 

 それでは、次の４番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（柴田一雄） 全国各市の職員服務規則、職

員服務規程などを散見いたしますと、職員の市内居

住要件について記されている市が多いことに気づき

ますが、当市におきましては市内居住要件について

記されていない理由をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 人口減少、あと少子高齢化社会におきまして、人

材の確保というものがどの分野でも重要な課題とな

っております。 

 質の高い行政サービスを提供するため、市内外を

問わず広く職員を募集し、優秀な人材の確保に努め

ております。 

 近年は、社会人経験者の採用も多くしており、家

庭等をお持ちの既に生活基盤が確立されている場合

もございます。また、業務内容によっては市内居住

が好ましい部署もありますが、定期的な人事異動な

んかもありまして職員個々の業務内容は変わってい

くため、市内居住要件の設定については難しいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 質の高い優秀な人材を確保す

る、また社会人経験者等を採用するに当たっては、

そういった居住要件が難しいということで、そうい

ったことを定めていないということで承知をいたし

ました。 

 それでは確認なんですけども、当市における職員

の市内居住率はどのようになっているのか教えてく
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ださい。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 消防職員や病院職員、湖西病院の職員を含めた全

職員の市内居住率は60.9％でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 職員全体合わせますと、市内

居住率60.9％ということで、何とか６割には達して

いるということでこれが多いのか少ないのか、市民

の方が判断するところなのかなと思います。 

 そういった中で、近年多発しております自然災害、

特にこれから大雨や台風の季節ともなりますが、迅

速な参集が被害の拡大を抑える手段と考えます。 

 また、持続可能な湖西市として政策を立案する上

で、地元で生活をしていて感じる課題、そして地元

に住むことで地元愛、シビックプライドが醸成され、

市民ニーズを捉えた市民に密着した政策立案につな

がると考えます。こうした中で、職員配置において

市内居住、市外居住を考慮しているのか教えてくだ

さい。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 職員の配置につきましては、職員の能力や実績、

適正、希望等を考慮して配置しております。 

 また、年齢や在籍年数のバランスを考慮し配置す

る中で、防災部門だけでなく各部署において市内・

市外の隔たりがないよう意識をして配置をしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 理解できました。 

 日本国憲法におきましては、何人も公共の福祉に

反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有

すると保障されておりますので、居住の自由という

のももちろん保障されているわけでございますが、

特に職員の方が結婚を機に湖西市から近隣市へ移り

住んで、他市の移住定住施策の恩恵を受ける、その

ようなことは最小限になるように期待をしたいと思

います。 

 それでは、５番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 最後の質問になりますね、ど

うぞ。 

○５番（柴田一雄） 冒頭でも申しましたが、湖西

市職員服務規則は平成８年４月に施行され、28年が

経過しようとしておりますが、これまでに庁舎内に

おいて職員が中心となった改定や変更に向けた動き

がなかったように思われます。改定と見直しについ

ては、どのように行われているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 今議員言われるように、平成８年の施行以後、関

係法令の改正に伴う見直し以外は行っておりません。

必要に応じて倫理規程やガイドラインを作成し、運

用をしている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 必要に応じて、倫理規程やガ

イドラインを作成して運用しているということでご

ざいますけれども、職員服務規則が制定されて28年

ということで、先ほどの答弁でも名札に関しては、

その当時の名残であるというようなこともお伺いを

いたしましたけれども、社会全般また行政サービス

を提供する上におきましても、世の中が今、急速に

変化を遂げ、社会全般また時代に合ったルールが重

要と考えます。 

 再質問になりますけども、今後、服務規則の見直

しを考えているのか、また社会的な問題ともなって

おりますパワーハラスメントやセクシャルハラスメ

ント、そして外部からのカスタマーハラスメントな

どの多様なハラスメントから職員を守るという観点

から、条例の制定などについて速やかに検討しては

どうかと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 今後、服務規則につきましては、時代に即した見

直しや追加すべき項目について検討してまいります。 

 また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメ

ントに加え、窓口でのハラスメントと等、多様なハ
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ラスメントから職員を守るため、９月ないし年内を

めどに行政内部全般を対象とした、ハラスメント防

止に関する条例の制定について検討をしてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄議員。 

○５番（柴田一雄） 今後、職員の服務規則につき

ましては追加や見直しを検討するということと、ま

たハラスメントから職員を守ることにつきましては、

条例の制定などを検討していくということで、非常

に前向きな答弁をいただいたかなと理解をしており

ます。期待をしております。 

 以前、同僚議員が一般質問の中で庁舎内における

５Ｓ、整理・整頓・清掃・清潔・しつけでございま

すけども、こちらについても質問をしたことがござ

いました。職員の方々の働く環境や雰囲気がやる気

や仕事のやりがい、そういったものが成果としてつ

ながるのではないかと考えております。また、日常

の執務において一番身近な約束事であります職員服

務規則は、時代に適合した内容になっていることが

重要であり、職員一人一人が自覚と責任を持って遵

守することで、同時に職員一人一人がパワーハラス

メントやセクシャルハラスメント、そして外部から

のカスタマーハラスメント、そういった窓口でのハ

ラスメントから、守られることにもつながるんでは

ないかと考えております。 

 新庁舎建設に向けても計画が進行し、気運も高ま

っているところでございます。建物だけではなく働

く環境づくり、湖西市の職員として働きたいと思っ

てもらえるような市役所づくりも必要ではないかと

考えております。今後の展開に期待して私の一般質

問を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、５番 柴田一雄議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、13番 佐原佳美議員の

発言を許します。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、13番 佐原佳美議

員。 

○13番（佐原佳美） 13番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、２題質問させていただきます。 

 まず、今朝の我が家は「おばあちゃん、おばあち

ゃん、影山市長が新聞に載ってるよ」という孫の言

葉から「えっ」ということで、２紙の一面を影山市

長の記事が飾ってというか載っておりました。今日

は、影山市長に敬意を表しまして、影山ブルーの服

に変えてまいりました。では本題に入ります。 

 では主題１、湖西市災害弔慰金の支給等に関する

条例について。 

 質問しようとする背景や経緯です。 

 本年元旦に発災した能登半島地震から６か月半に

なろうとしていますが、５月31日の石川県の発表で

は、いまだ行方不明者が３人、死者は災害関連死と

認定された30人を含む260人に上るとのことです。 

 冒頭の副議長の挨拶にもあったとおり、避難生活

を強いられてる方も3,000人以上見えます。改めて

お悔やみとお見舞いを申し上げ、早期復興を祈念し

ております。 

 そして、この能登半島地震を機に、公明党静岡県

本部防災・減災プロジェクトチームより、１月末、

当市危機管理課に静岡県地震・津波対策等減災交付

金制度の課題や、事業メニューへの要望などをアン

ケート調査させていただいております。御回答をい

ただいております。その調査の延長線上で、そのプ

ロジェクトチームより、湖西市災害弔慰金の支給等

に関する条例について、内閣府の災害弔慰金の支給

等に関する法律第五章雑則（市町村における合議制

の機関）第18条で「市町村は、災害弔慰金及び災害

障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、

条例の定めるところにより、審議会その他の合議制

の機関を置くように努めるものとする。」（令和元

年８月１日施行）とあるという指摘を受けました。

湖西市災害弔慰金の支給等に関する条例の中には、

合議制の機関設置の条項がないということです。 

 令和６年２月末現在において、合議制の機関設置

を盛り込んだ条例に改正してある自治体は、県下35

市町中20自治体です。当市は条例を改正していない

10市町に含まれていたのでした。 
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 質問の目的。 

 自然災害が各地で頻発しており、南海トラフ巨大

地震の被害が想定されている当市において、災害死

や災害関連死者の家族に支給される弔慰金や災害に

よる障害（負傷や病気）を負った際の見舞金が適正

に支給されるよう、また被害を受けた世帯の世帯主

に災害援護資金の貸付けも審議する「合議制の機関

の設置」、例えば委員会とか審議会などという名称

で、湖西市災害弔慰金の支給等に関する条例の条項

に追加して、有事に各認定がスムーズに行える体制

を構築してほしいということが目的です。 

 では、質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 質問１、湖西市災害弔慰金の

支給等に関する条例に、内閣府が令和元年に、さき

に述べました災害弔慰金の支給等に関する法律の雑

則でうたっている「審議会その他の合議制の機関を

置くように努めるものとする」の趣旨を酌み取り、

仮称ですけども支給審議会の設置などの条項を追加

する意向はいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、本市の湖西市災害弔慰金の

支給等に関する条例に、審議会その他合議制の機関

の設置に関する規定はございません。しかし、能登

半島地震における災害関連死の認定に遅れが生じて

いるという報道もございまして、審議会等の設置の

必要性・重要性を改めて感じているところでござい

ます。したがいまして、災害関連死の認定に当たり、

スピード感を持って適切に対応するため、本年度内

に審議会等の設置に関する条項を追加する条例改正

を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） 設置をしていただける、今年

度中にということでありがとうございます。よろし

くお願いします。 

 これまで、当市において死者が出たり、長期避難

生活で体調を崩し死に至るという災害関連死を引き

起こすような災害がなかったのが幸いでしたが、な

ぜこの令和元年の内閣府発出の条例改正をしてこな

かったのでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 内閣府の発出の段階で、当市が条例を改正してこ

なかった理由でございますが、一つに法律では市町

村は審議会その他の合議制の機関を置くよう努める

ものとすると規定されており、努力義務であったと

いうこと、それから審議会の設置に関しましては、

市と県が協議をすることにより、審議会の設置と運

営を県に委託することができるというふうにされて

おりましたので、当市において条例の改正を見合わ

せていたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。そういう詳し

いところまで、私も県に委託することができるとい

うのは知らなかったので、今回それは今教えていた

だきまして理解できました。ですが、スピード感が

必要とされるというね、能登の最近の状態なども今

お話されましたけれどもこの各種認定、いろいろな

認定が、要は給付金が出るための認定などがありま

すけれども、当市で設置することはやはり必須だと

思います。 

 では、この災害関連死や災害死の認定をする審議

会、審査委員会など、どのような名称になるかこれ

からでしょうが、この合議体を構成するメンバーと

いうのは他市に倣うと思いますが、どのような有識

者をそろえる予定でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 審議会の構成委員ですが、内閣府が作成していま

す災害関連死事例集や他市の状況を見ますと、審議

会の構成委員は医師、医師の中でも内科系、外科系、

精神科系になるかと思いますが、それから弁護士の

ほか学識経験者や市の職員が構成委員となっている

例が多いようです。本市におきましても、他市の状

況を参考にしながら、医師、弁護士、その他学識経
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験者等で構成をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。今はないです

けれども、他市はそうなっておりますよね。 

 では、２番のほうへ行きます。 

○議長（馬場 衛） ２番ですね、どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 湖西市災害弔慰金の支給等に

関する条例について、合議制の機関設置のほか、阪

神・淡路大震災や東日本大震災、能登半島地震など

で支給対象や支給条件などもろもろの解釈が従来よ

り変更されてきたところを取り入れた、条例改正を

お願いしたいと思うのですがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 災害弔慰金の支給対象や支給要件について、個別

具体的な内容を条例に規定することは限界があると

思っております。災害関連死の認定に当たっては、

内閣府が作成した災害関連死事例集を活用して対応

するとともに、御遺族に寄り添い、適切に対応して

まいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） その姿勢でお願いしたいと思

います。 

 災害関連死の認定が一番、その合議体という先ほ

どの学識者、お医者さんや弁護士などのメンバーで

のいろいろな認定審査をする人たちの活動が主です

けども、その災害関連死、圧死、家が倒壊してその

中で倒れちゃったとか、津波にさらわれちゃったと

か、そういうようなところは歴然とした災害死です

けども、関連死というところの判断が難しく、いろ

いろな資料を見ても、政府で統一見解は出せないと

いうのが載っていました。 

 そこで、現在の湖西市災害弔慰金の支給等に関す

る条例を見てみますと、第７条の支給の制限という

ところの（１）に、当該死亡者の故意または重大な

過失により生じた者には支給しないというような内

容があります。または、市長が逃げなさいと言った

のに逃げなかったとか、そういう内容に読み取れる

ものがちょっと列記されているのですが、これまで

の大災害での認定例の中には、将来を悲観した自殺

という項目もありました。その災害関連死、事例集

はちょっと見てないんですけどもネットで見た中に

は、阪神・淡路大震災のときに、自殺17件に弔慰金

が出ています。でも、政府としては災害関連死には

カウントしなかったということも述べられていまし

た。判断は本当にいろいろだと思うんですけれども、

そこで新設される審議会で精度の高い認定をしてほ

しいわけですけど、平時のシミュレーション訓練な

ども行って、チームメンバー同士の顔の見える関係

をつくって訓練などしていってほしいのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。充て職でぽんぽんぽんと

条例に明記されて、発災したら初めて顔を合わせて、

この人が誰なのかも分からない中で合議していくと

いうことでは、ちょっと市民に寄り添ったという雰

囲気はないかなと思うので、いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、平時から訓練することで、

関係機関との連携強化や、委員同士の関係性の構築

が可能になると考えます。関係団体の委員に、関係

団体に委員の推薦をお願いし、委員の選出が決まり

しましたら、委嘱前ですが災害関連死事例集を活用

した事例研究会などを開催するなど、有事の際にス

ムーズな審議ができるように取り組んでまいりたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。主

題１は今お聞きしたところで、本当によろしくお願

いしますというところで、ここからはちょっと意見

となりますけれども、災害発生後、親族を亡くされ

た御家族は、この災害弔慰金の支給手続をすること

になりますけれども、多くの方は住宅被害を受けた

世帯が多いかと思います。被害の程度を証明する罹

災証明書の発行とか、全壊や長期避難が必要な状態

で、被災者生活再建支援法が適用された自治体では、

政府より生活再建支援金の支給などがあります。こ
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れらの手続がまずもってスタートすることになると

思うんですけども、その手続を今回能登半島にはう

ちの湖西市の職員も行ったし、いろんな静岡県、全

国の市町の職員が行ったんですけども、そこの支援

に入るときに、被災者生活再建支援システムという

ものが導入されていたというところで、聞いた話だ

と、近いところの同じメーカーの支援システムが入

っていたところでは、職員が大変そこで支援の活動

がしやすかったということだそうです。 

 冒頭の公明党静岡県本部防災・減災プロジェクト

より、当初湖西市は災害弔慰金の支給等に関する条

例改正がまだであることと、被災者生活再建支援シ

ステムの導入もされていないという指摘を受けまし

たが、県に把握されていなかっただけで湖西市も災

害生活再建支援システムが昨年導入され、今年度、

運用開始したということが今回、打合せするところ

で確認できました。 

 報道によると、2023年度末の導入は県下35市町中

16市町と半数以下ですが、湖西市は導入されており

ほっとしました。 

 災害が起きないことが一番ですが、不幸にして発

災した場合、直後から使用するシステムです。スム

ーズに稼働できるように、湖西市災害弔慰金の支給

等に関する条例改正とともに、運用シミュレーショ

ンなどよろしくお願いしたいと思います。 

 では、主題１はこれで終わります。 

○議長（馬場 衛） それでは、主題２に入ってく

ださい。 

○13番（佐原佳美） では主題２、静岡県の「使用

済紙おむつ再資源化」モデル事業への参画について

です。 

 質問しようとする背景や経緯は、１年以上前から

保育園などで取り替えた使用済紙おむつを園で処分、

保護者に喜ばれているという趣旨の記事を公明新聞

で目にしていましたが、その後、使用済紙おむつを

資源化という記事も見るようになり気になっていた

ところ、静岡県の今年度の新年度予算案の新聞報道

に、使用済紙おむつを再資源化するモデルを構築、

予算額2,000万円とありました。同党の県議会議員

に情報提供を依頼したところ、令和６年から令和８

年に実証実験支援をするので本年４月に説明会があ

ると、そして５月、６月に実証事業の募集をすると

いうことでした。 

 質問の目的は、静岡県の「使用済紙おむつ再資源

化」モデル事業への参画を表明し、介護施設や保育

園などが事業所ごみとして処理している代金の負担

軽減となったり、焼却炉への負荷、尿などで水分を

多く含んでいるものを燃焼することが、負荷がかか

るのではないかなという思いなんですが、温室効果

ガスの削減や限りある資源を循環させるために、紙

おむつの再資源化へ取り組んでほしい。 

 では、質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） １番、静岡県の「使用済紙お

むつ再資源化」モデル事業へ参画を表明してはいか

がでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 答弁を環境部長、お願いしま

す。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 静岡県の紙おむつ再資源化モデル事業、こちらは

処理業者などと協働し、再資源化の実証実験を行い、

その成果は県内市町に情報提供されるそういった事

業であります。実証実験にかかる経費は、最大

1,000万円の支援を受けることができますが、実験

後、継続的に再資源化を行うには費用をどのように

負担するかなど検討する必要もございます。市とし

ましては、県が進めますこのモデル事業などの情報

収集に努め、再資源化に協働で取り組める処理業者

を探しながら、介護施設など排出事業者の負担軽減

につながるか検証してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。処理業者がな

いというね、多くの市町は35市町の中で処理業者が

ないところが多いかと思うんです。 

 モデル事業と言うからには、これは県に言わなき

ゃいけないことかもしれませんけれども、事業者が

ないところがほとんどなので、事業所のない市町が

どのようにリサイクルするかという試行のモデルに

なったらいかがかなって私は思っていて、提案した
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ところです。 

 新規開拓して事業所を探すということを今おっし

ゃっていただいたんですけれども、そういういろい

ろな、浜松市にはあって浜松市は今回この事業に手

を挙げたということですけれども、そういうような

いろんな連携も含めて事業所のない多くの県下の市

町の代表として参画するのはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 まず現状、市内から発生します紙おむつは可燃ご

みとして、収集業者とか事業所さんが直接搬入され

ているという状況もございます。こういった紙おむ

つをリサイクルするには、まず分別回収する仕組み

というものも必要であったり、それに収集する人員、

車両、長期間保管がまず衛生的に困難だというよう

な様々な課題が蓄積しているというのもございます。

そういったことから、今年度すぐに湖西市が手を挙

げるということ自体が、すぐにはまずできないとい

うこともございます。 

 先ほど申し上げましたように、市内にはそういっ

た廃棄物の処理事業者が少ないといったところもあ

って、すぐにそういった事業者さんと協力が得られ

るかどうかというところも、時間をかけてそういっ

たところは詰めていかなきゃいけないという部分も

ございますので、確かに湖西市にはそういった事業

所が少ない、自治体として参画するというところで

はいい話だと思いますが、すぐにはなかなか課題が

多くて手を挙げられないというような実情でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） 県の予定では、３年間試行期

間があるようですので、また一応頭の片隅に置いて

研究していっていただければと思います。 

 では、２番に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 2040年に高齢者人口が全国で

ピークを迎えると予想されており、日本衛生材料工

業連合会の推計では、使用済紙おむつの排出量は

2030年には全国で1.2倍になると推計しております。 

 少子化で幼児の紙おむつが減少する一方、ペット

を飼育する方が増え、犬猫のおしっこシートは増え

ていると思われます。おしっこシートや猫砂です。

湖西市でも増える紙おむつのリサイクルに対する湖

西市のお考えは、どのようにお持ちでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 限りある資源を循環させることは、持続可能な社

会の実現に向け取り組んでいくことが大切だと認識

しております。湖西市でもペットボトルや飲料水缶、

古紙・古布などリサイクルの仕組みが常に構築され

ているものは、今後も継続的に再資源化に取り組ん

でまいります。 

 一方、今回の紙おむつなどは衛生上、長期間の保

管ができない、また市内での処理が現在構築できて

いないということから、まずは先進事例を検証し、

湖西市に合った処理方法を検討してまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美議員。 

○13番（佐原佳美） おっしゃることはよく分かり

ます。 

 今年の４月には新聞報道にもありましたけれども、

愛知県の弥富市の事業所で７分間機械をずっと回転、

毎分1,800回転する特殊な羽根の機械で紙おむつを

粉砕していくと７分で粉状になるということで、バ

ケツやごみ袋へのリサイクルができている。それか

らそういう大手紙おむつや生理用品のメーカーでは、

2022年からいろいろ開発しておりまして、今年の鹿

児島県のある市では、市内の470か所のごみ回収所

に回収ボックスを置いて、介護施設だけでなくて在

宅で紙おむつを使っている人たちのおむつも集めて

いる、それは既に紙パンツに再生されて、南九州の

60か所の病院や介護施設で、その紙パンツは今は使

われているというようなことも書いてありました。 

 今回の質問で、市内の４か所ある特別養護老人ホ

ームのうち３つから回答をいただいたんですが、紙

おむつの処理代金を聞いたところ、１か月の業者委

託しているところと業者委託するのが高いので、軽

トラを買って自分たちで環境センターに運んでいる
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というところもありまして、そこは自分たちで持っ

ていくとすごい安くなったようですけれども、１か

月の処理代は３か所ありますので１万5,000円、２

万9,340円、７万5,000円という、この３か所の特別

養護老人ホームがあまりにも値段が違うのでちょっ

とどういうことなのか、ただざっくりとということ

で計算してもらったんです。重さとしては1,120キ

ログラム、2,400キログラム、4,055キログラムとい

う１か月の使用済紙おむつの重さでした。自己搬入

してるところは真ん中の値段のところですね、１か

月2,400キログラム、それで２万9,340円。改めて、

今回私からのちょっと調査の依頼で、本当に経費を

考えていかなきゃいけないということを言っておら

れました。 

 これはちょっと別の環境課ではない、福祉のほう

の部門になりますけれども、本当に介護施設の介護

人材が少なくて、本当に経営も成り立たないという

ところで、すごくいろんな不満をお聞きしてます。

そこにどうしても手当というものは、一時金などは

全部国がこの制度を今回やりますよっていうと、介

護職員にだけ月３万円とか、そういうようなものが

今まで支給されてきましたけれども、でもそういう

わけにはいかないと、同じ特別養護老人ホームの中

でこの人には特別の支給金があって、事務員さんや

栄養士にはないよってわけにはいかないから、それ

ぞれの施設が独自でお金を出して、国が出してくれ

るに匹敵するものを支給していたって、去年の夏に

もその前の夏にも年に一回、特別養護老人ホームの

皆さんと懇談会をしてるんですけどもそんなお話を

聞いてます。やっぱり、湖西市独自でそういう支援

ができてないわけで、こういうことをすることもそ

の介護施設または在宅で、在宅の方たちはごみ有料

化の湖西市ではありますけれども、目に見えるよう

な高いお金を払ってるようなわけではない、紙袋代

ということですけれども、やはりそういう側面から

支援するということになるのではないかなという思

いでもあるのです。通告はしてありませんので健康

福祉部には聞きませんが、やはりそういう意味から

も、この施策をまた今後研究してっていただけたら

と思っております。 

 では、私の一般質問は以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○13番（佐原佳美） はい、ありがとうございまし

た。 

○議長（馬場 衛） 以上で、13番 佐原佳美議員

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は11

時15分、11時15分とさせていただきます。 

午前11時01分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き一般質問を行います。 

 次に、17番 神谷里枝議員の発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、17番 神谷里枝議

員。 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝です。通告に

従いまして、一般質問を行わせていただきます。い

ずれにしましても、ちょっと昨晩眠れず寝不足の状

態で気が散っておりますので、ぜひとも当局の方に

は分かりやすい答弁を期待したいと思っております。

よろしく心中御察しの上、お願いしたいと思います。 

 ではまず最初に１点目、湖西市における教育方針

についてであります。 

 質問しようとする背景や経緯でございます。 

 学校再編問題や部活動の地域移行、いじめ問題な

ど湖西市の教育行政が大きな転換期を迎え、課題が

山積であることは周知のとおりであります。 

 そのような中、新たな教育長に着任されました松

山教育長の方針をお伺いしたいと思います。 

 目的でありますが、松山教育長の未来を担う子供

たちへの教育方針と、特に学校再編についてどのよ

うに進めるのか、お考えを公表していただきたいた

めに質問させていただきます。 

 質問１点目、学校再編についてのお考えをお伺い

いたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 
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  〔教育長 松山 淳登壇〕 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 学校という場は、児童生徒が多様な考えに触れ、

学び合い、磨き合う中で知識や技能、社会性等を身

につけていく場であると考えています。そのために

は、やはり一定規模の児童生徒数を確保することは

必要であると考えます。 

 本市において、１学年10人を下回る学校が生じる

見込みとなることから、現在、学校再編について検

討を進めているところであります。 

 第２次湖西市教育振興基本計画の基本理念では、

「やさしく、たくましく、こころざしあるひと」の

育成を掲げており、学校再編は児童生徒にとってよ

りよい教育環境の実現のために進めていかなくては

ならないものだと私は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 御答弁にありましたように、

児童生徒にとってよりよい教育環境の実現に向けて、

学校再編の必要性は私も重々認識いたしております。

私は、その再編を進めるに当たって、今までの経緯

はありますけども、以前から苦になっていたことが

ありますので、ここで一応原点に立ち戻るではない

ですけども、学区の見直しを念頭に置いて、今後、

市内を３校区とする方針、先の先を見越して３校区、

岡崎、新居、鷲津ですか、その方針を打ち出して再

編の在り方を見直し、工事経費の削減を図っていた

だきたいと考えています。 

 ４月27日ですか、新所自治会との意見交換会でも

人数の減少だけでなく、湖西中学校の改修費用や運

営していくための人件費など、財政面も示す必要が

あるという御意見がありましたように、私はここま

で来たら当局もある意味腹をくくって財政状況を説

明し、御理解を得て、学校再編を進めるべきと考え

ておりますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 まず現在行っている学校再編につきましては、近

い将来１学年が10人を下回る、６人や７人になると

いう学校が生じることから、子供たちにとってのよ

りよい教育環境を第一に考え行っているものであり

ます。 

 議員のおっしゃる全体を３学区にというお考えに

つきましては理解はできますが、今回はあくまでも

近い将来を見越してということで再編を行っている

ものであります。 

 再編方針の終わりにのところにも書かれていると

おり、今後、実情に応じてさらなる統廃合も視野に

入れてというふうにまとめとして書かれていますの

で、今後、各校の児童生徒数の推移を注視して、市

の実情に合わせて、よりよい教育環境の実現に向け

た対応が必要になるという認識は持っております。 

 財源につきましては、施設の改修であるとかバス

停の整備等に費用が必要になりますので、子供たち

にとってよりよい教育環境を第一に考えますが、費

用面も十分考慮して、再編の検討を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） いろいろ経過がある中で、保

護者の意見も聞きながらやってきていて、今の教育

長の答弁も理解できます。そういった中で、小学校

は白須賀はそのまま残しますよ、北部地域の小学校

は湖西中学校における一体化、または小中一体化ま

たは中学校は岡崎へ通うとか、そこの結論が出てい

ない状況の中で、再編の基本計画策定がどんどん進

んでいるわけですけども、そこで立ち止まって、東

小学校の子は例えば鷲津小学校へ通ったほうが、近

い将来とか遠い将来、この将来という言葉が誠難し

い判断になるわけですけども、だったらいっそ、そ

ういう見直しを図って、なるたけ余分な財源は使わ

ないようにするということで、今進んでいる方向性

も理解はできますけども、いま一度検討する余地が

あるのではないか。 

 知波田小学校へ通っている子たちは、湖西中学校

のほうが近くになるのでそれは便利ですけども、何

年先かまでは分かりませんよね、近い将来とか云々

ということですので、だったらそう人口が増える見

込みもない、子供の数も増える見込みもそんなに持

てないんだったら、ここでいっそ若い教育長になっ
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たときに英断をしてそこから見直す、もう一回検討

し直す。計画が今年度、12月いっぱいまでに基本計

画ですか策定というふうになっていますけども、そ

こでもう少し私は余裕を持って、そういったことも

再度検討し直すっていうことをしてほしいなと思っ

ているんですけども、そこはやはりなかなか、近い

将来の１学年10人を下回ってしまうところがあるか

ら、子供にとってよりよい環境をつくりたいから無

理ですよ、まずは現状の再編方針でいく、そういう

お考えということでよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをしたいと思います。 

 今議員がおっしゃられるように、私の考えはその

ような考えであります。また、これまで地域の皆様

と意見交換をしていく中で、Ａ案とＢ案、現在の湖

西中学校に小学校を統合していく案、中学生につい

ては一体校になるのか、岡崎中学校に行くのかとい

う案についての意見を伺ってきております。確かに、

昨日行いました湖西市立学校検討委員会においても、

新所の子たちを鷲津中学校へという御意見もありま

したので、アンケートを今後、子育て世代の皆さん

から取る際に、そういうような意見も参考にして取

っていきたいなというふうに思います。現在は、こ

れまでの地域の皆さんとの話合い、そして今回アン

ケートを取る子育て世代の皆様の意見を参考にしな

がら、進めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 教育長は、学区の見直しは難

しいって考えていらっしゃいますか、いかがですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 これまで地区のつながり、行政区のつながりはや

っぱり大事にしていったほうがいいのではないかな

ということでありますので、ただ学区だけを変えて

いくという問題ではないのではないかというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） そもそも、この学校の統廃合

云々というのは児童数の減少から始まっているかな

と思うもんですから、やっぱりそういうお考えも分

かりますよ、地域の云々ということも分かりますけ

ども、どこかではやはり方向性をきっちり示してい

ただかないといけないのではないかなと思っており

ます。 

 この３月の予算特別委員会において、子育て世代

の親御さんをはじめ議会とも意見交換会を行うなど、

計画策定の費用対効果が上がるよう御尽力をしてほ

しいという賛成討論も行いましたし、また議案第48

号ですか、予算執行に当たり住民の意見を十分に確

認しながら業務を遂行するようという附帯決議もつ

けさせていただいております。この辺についての配

慮はいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 これからも議会の皆さんとの意見交換、そして住

民の皆さんとの意見交換というのは大事にしていき

たいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 大変議会のほうの落ち度もあ

るわけですけども、当局から議会に対して今再編が

こういう状況で進んでいますという、常任委員会に

はあったかもしれませんけども、なかなか意見を交

換するという場は今もって設けられておりません。

議会のほうも、こういった大きな課題は特別委員会

を設置するなどして、本当に市民から信頼される議

会運営をしていかなきゃいけないなと思っておりま

すけども、今教育長の答弁にありますように、今後

は議会に対しても、この学校再編について丁寧な意

見交換の場を持っていただけるということでよろし

いでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 機会を捉えて、意見交換の場を設定していきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） では、しっかりとそのお答え
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を受け止めまして、議会も対応していきたいと思っ

ております。 

 ２問目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 不登校児童・生徒への対応に

ついてのお考えをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） では、お答えをします。 

 現在、湖西市では不登校児童生徒数が近年増加を

しており、大変大きな課題であると、私自身、認識

をしています。 

 子供同士あるいは教員と子供が互いに信頼関係で

結ばれ、学校が子供にとって魅力ある存在となれる

よう努めていかなければならないと考えています。 

 具体的には、全ての児童生徒にとって安心な学校

づくり、学級づくりを目指して職員研修を行ったり、

児童生徒が主体となる教育活動に取り組んだりして、

不登校の未然防止に努めます。 

 不登校児童生徒への対応については、不登校の理

由が複合的であることから、不安や悩みを傾聴し、

解決の糸口を見いだすことが必要だと思います。そ

こで、教員がスクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーと連携して、不登校児童生徒やその

保護者との定期的な連絡を行います。 

 また、チャレンジ教室では指導員３名が児童生徒

の気持ちに寄り添い、一人一人の状況に応じて学習

や小集団による活動を行い、集団への適応力を育ん

でいきます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

ただいまの答弁にもありましたように、湖西市はチ

ャレンジ教室へ通級しながら、いずれ学校に戻るこ

とが大前提との説明は幾度となく伺っておりますけ

ども、例えば私も今回質問するに当たってちょっと

調べたんですけども、焼津市では一般社団法人によ

りますＡｌｔｅｒｎａｔｉｖｅＳｃｈｏｏｌが開設

されて、学校と連携して施設に通っている通所日数

を出席扱いとカウントしていたり、また岡崎市では

校内フリースクールを全ての中学校に設置をして、

学校が子供に適応する、子供が学校に適応するでは

なくて、学校が子供に適応するという新たな価値観

の下に対応が図られているそうです。湖西市内にも

フリースクールも開設されていますけども、やはり

民間活力の導入やこういった校内フリースクール設

置を図って、本人はもちろん保護者の負担軽減や職

員の負担軽減、働き方改革に向け、湖西市としても

もっともっと前向きな対策を講じていただきたいと

思います。そのお考えはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 今議員からもありましたとおり、市内にはフリー

スクールといいますか様々な民間の施設がございま

して、現状、湖西市内においても校長がその施設と

連携を図る中で、出席を認めているという例はござ

います。 

 校内においても、校内フリースクールというふう

な積極的な推進にまでは至ってはおりませんが、校

内においての居場所づくりを、各校の工夫において

行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 今御答弁の中で、湖西市内の

フリースクールに通っている子も、その学校の校長

先生が連携を取って、今出席日数にカウントしてい

る例がありますよという、ちょっと初耳なんですけ

ども湖西市内のそういった対応してるところはどの

くらいあるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 この児童生徒の出席扱いにするかどうかにつきま

しては、校長が判断をするというふうにされており

ますので、そのような対応をしているところであり

ます。 

 そういう関係もありまして、情報交換は校長と教

育委員会の情報交換はしておりますが、幾つあるの

かというところまでは正確に把握はしておりません。

複数あるというふうに聞いています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 
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○17番（神谷里枝） 分かりました。要するに、民

間のフリースクールも、今の答弁にありますように

市内にも増えてきているわけですけども、家から遠

かったりとか１人で通えないとか、少なからず費用

もかかったりと様々な理由で通えないケースもある

かと思います。その点、例えば岡崎市のような校内

フリースクールっていう方向性を、湖西市が取り入

れて行けば学校の中にあるということで、本人さん

も通いやすいですし、学校の先生や担任とも連携が

取りやすいというよさがあるようです。そういった

ことについて、今日初めてこの校内フリースクール

ということをここで発言させていただいてるわけで

すけども、今後、やはり新たな教育長さんの下でこ

ういったいい事例があるということで、調査研究を

してぜひ湖西市にも取り入れていただきたいと思う

んですけども、いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 御提案ありがとうございま

す。先ほども申し上げましたとおり、学校でいろい

ろな工夫をして、別室登校であるとか子供の居場所

づくりをしておりますので、校内フリースクールと

なりますと、そこに人をつけていくということにな

りますので、なかなか今の状況だと予算もあります

しというところで難しい状況ではありますが、今後、

少し研究をしていきたいなというふうに、今岡崎市

でというお話もありましたので、研究はしていきた

いなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 岡崎市では、やっぱりその学

校で実力のある先生っていう、表現が適切かどうか

分かりませんがそういった方を配置して、あとは支

援員さんを市の単独費用で雇って、対応していると

いうような状況のようですので、ぜひともいい事例

があれば調査研究して、前向きに考えていただきた

いと思います。 

 では、３番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） いじめ対策についてのお考え

をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 まずいじめは絶対にしてはいけないことです。子

供に聞けば誰もがこう答えます。しかし、現実問題

としていじめは起こっています。また誰もが被害者

になるし加害者にもなる可能性があります。そして、

本人が意図していても意図していなくても同様です。 

 このように考えると、それをなくすための第一歩

は未然防止であります。全ての児童生徒にとって安

心な学校づくり、学級づくりを目指して、授業や学

校行事等を通し、自分を信頼し、他者を尊重する人

権感覚や共生感覚を育み、良好な人間関係の構築を

図ります。 

 次に、早期発見・早期対応が大事です。いじめに

つながるような言動の段階で、適切に指導すること

が重要だと考えます。そして、いじめが認められた

ときには、全校体制で早期対応を図ります。 

 なお、市長部局に新たに設置されたいじめ防止対

策準備室においては、国から委託を受けた事業とし

て、学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕

組みの開発に取り組んでいます。それらとも連携し

ながらいじめの防止対策に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 教育長さんが管理職になる前

っていいますか、実際クラスを担任していたりとか

っていうときに、いじめ問題に直面したことはござ

いましたか。もしあったとすれば、どういう対処で

どういったことが課題だったのかというのが、もし

お伺いできればと思いますが、特段お答えするよう

な内容がなければ結構です。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 いろいろな段階のいじめがありますが、もちろん

私も教諭時代、直面したことはございます。 

 詳細はこの場ではお話は控えさせていただきます

が、難しいのはやっぱり本人がいじめをしたってい

う意識、先ほども本人が意図した、意図していない

は関係ないという話をしましたけど、そこがなかな

か難しいところです。自分は意識をしていないのに、



４７ 

相手にこれはいじめじゃないかというふうに言われ

たときに、いかにそこを本人に納得をしてもらって、

そして保護者にも納得してもらって子供の育ちにつ

なげていくのか、そこはやはり一番難しく、課題に

なるところなんだろうなというふうに感じています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 先ほど答弁にもございましたけども、市長部局が

いじめ防止対策準備室を立ち上げて、学校の外から

のいじめ予防対策に取り組むということですけども、

よく事件は現場で起きるって刑事ドラマなどでもよ

くやっていますように、いじめが発生する多くは学

校内だと私は思っております。時間が経過してから

ではなく、その場その場での指導・対応が有効と思

っております。 

 教育委員会にはいじめ対策連絡協議会も設置され

ております。昨年５月には、具体的な内容や運用を

まとめたいじめ防止のための基本的な方針も策定、

今年度からはスクールロイヤーの活用も予算化され

ております。こういったいろんな手法がある中で、

今回お答えづらいかもしれませんけども、市長部局

がいじめ防止対策準備室を立ち上げて、学校の外か

らのいじめ予防に取り組むっていうことにおいて、

現教育長として何か心配になるようなことはござい

ませんか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 まず心配になることという質問に対しては、ござ

いませんというふうなことが回答になると思います。 

 少し説明させていただくと、現在、学級・学校に

おいていじめを認知しようということを、職員の意

識づけを図っています。ですので、まずはいじめを

積極的に認知するという雰囲気が校内にまずありま

すと。その上でこのいじめ防止対策準備室、外部の

相談窓口ができるということにつきましては、校内

においていじめ認知の意識を高めていることに合わ

せて、それではもしかしたら拾えない子、気づいて

もらえない子がいるかもしれないんだけど、それを

拾い上げることができる、そんな連携が図られてい

くのではないかということで期待をしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。こういった方

向性で進むっていうことですので、見守っていきた

いなとは思っておりますけども、やはり中央ってい

いますか真ん中にいる児童生徒が第一でありまして、

学校や教育委員会と今回の市長部局対応で、相談者

が戸惑うことがないように、また振り回されること

がないように、縦割り行政の影響が及ばないよう、

私は教育委員会の積極的な関わり、介入に期待した

いと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 では、４問目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 部活動地域移行についてのお

考えをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） では、お答えをします。 

 今部活動の現状を見ますと、生徒数の減少により

存続が難しい種目が発生をしております。また、教

員サイドから見ると、必ずしも専門種目でない部活

動の顧問を務めているという教員もいるという課題

もありますので、総合的に考えても今までどおりの

存続は、困難な状況にあるというふうに私としても

考えていて、部活動改革の必要性は認識をしており

ます。 

 今後は、湖西市部活動地域連携・地域移行推進協

議会を今開催していますので、その中で課題を整理

し、その対応策を検討して、関係団体との話合いや

運営団体の検討などを進めていきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） そういった中で、やはり先生

が土日の運動の部活動に対して、手がちょっと離れ

ますよっていうことなんですけども、部活動指導員

や外部コーチの地域人材の発掘に、どうしても努め

ていかないといけないと思うんですけども、指導者
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育成や外部コーチ招聘については、現時点で構いま

せんけども何か教育長のお考えなどございますか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 休日につきましては、平日

の話でよろしいですか、全て含めて。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 取りあえず、私も解釈を間違

ってたら申し訳ないんですけども、国が進めている

地域移行というのは取りあえずは平日の部活動は従

来どおり、休日の運動部の活動については地域移行

っていうことかなって解釈してるものですから、そ

こが間違っていましたら訂正していただきたいです

し、そういった平日でも指導者をやってくださる方

がいればいいんですけども、そういった指導者の育

成とか外部コーチ招聘について、現時点での教育長

のお考えがあればと思っております。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） すみませんでした。お答え

をしたいと思います。 

 やはり指導者の育成ってすごく大きな課題だなと

いうふうに思っています。中学校体育連盟が主催す

る大会へ参加をするためには、地域クラブに認定を

されなければなりません。その要件の中には、適切

な指導を行うための定期的な研修の実施ということ

もうたわれておりますので、今後、文部科学省が作

成したガイドラインに沿った研修等の必要性は感じ

ておりますし、また県が様々な研修を主催するとい

うふうに聞いておりますので、そこへの参加も促し

ていきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 指導養成等についてのお考え

は少し分かりました。 

 こういった状況が進んでいく中で、各校、自分が

子育てを何十年も前になってしまいますけども、各

種大会の成績など、運動部だけではないことも分か

っておりますけども、そういったものが内申書に記

載されまして、少なからずも高校進学に影響があっ

たように思いますが、今後こういう地域移行という

ような形が取られていく中で、どういった対応が図

られ、また保護者への説明などは検討されているの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 調査書につきましては、現状も諸活動の記録とい

う欄がございまして、そこに部活動だけではなくて

外部の活動、校内における文化的活動、体育的活動

等、顕著な実績を記入するというふうにしておりま

すので、今後、部活動が地域移行にされた後もその

地域の活動については、そこの調査書のその欄に記

載をしていくということになります。保護者の皆さ

んにも進路説明会等、各学校で行っている際にはそ

ういう説明もしていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） お願いしたいと思います。 

 先日の新聞にも中学校体育連盟が全国中学校体育

大会の規模縮小のために2027年度から水泳や体操な

どの９競技を取りやめると発表されましたけども、

実際、湖西市で地域に移行していく時期というのは

もうある程度めどがあるということなんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 まずめどにつきましては、まだお示しはしており

ません。現在、先ほど話題にしました地域連携・地

域移行推進協議会の中で今協議をしているところで

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、国のほうは

2027年度から９競技を取りやめるとしましたけども、

湖西市においては、これまだいつから地域移行にし

ていきますよというそこは、示す必要がないという

ことなんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 まず、先ほどまだ協議中だというふうな話をしま

したけど、その中で今、令和８年度をめどにできる

種目から休日の部活動については、できる種目から

試行をしていくというふうな方向で今進めておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 了解です。ありがとうござい

ます。令和８年度からできる競技から進めていくと

いうことですので、やはりそういった意味において

も、指導者とかそういったとこら辺もうまく同時進

行で行くといいかなと思っております。 

 公立中学校の運動部の活動が地域移行ということ

も含めまして、子供たちがスポーツに親しむ環境が

大きく変わってくると思います。湖西市は公立の学

校のみです。自分の生まれ育った地域によって格差

が生じないよう、各視点からの子育ての支援、お金

をまくだけではなく、いろんな支援を湖西市教育委

員会としても諮っていただきたいと思いますので、

お願いしたいと思います。 

 では、最初の質問はこれで終わります。 

○議長（馬場 衛） 主題の２に入ってください。 

○17番（神谷里枝） 主題２、防災・減災対策につ

いてです。 

 市民の安心・安全を推進させるため、能登半島地

震を機に３月定例会で感震ブレーカーについて質問

させていただきましたが、その後の動向をお伺いす

るとともに、派遣された職員の報告などをどのよう

に捉え、湖西市として防災・減災対策に反映しよう

としているのかお伺いします。 

 防災・減災対策を推進し、市民の安心・安全を守

るために質問させていただきます。 

 質問１点目です。感震ブレーカー設置費用につい

て、県は３分の１の補助を行うことになっておりま

すけども、湖西市としての取組方針をお伺いいたし

ます。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 議員おっしゃられるとおり、県では今年度から感

震ブレーカーの設置補助について、地震・津波対策

等減災交付金メニュー、こちらのほうに追加をして

おります。 

 今年度予算につきましては、県のこのメニュー追

加の方針が判明したのが令和６年１月であったこと

から、予算計上が間に合いませんでした。これにつ

きまして、３月定例会でお答えさせていただきまし

たとおり、令和７年度予算に向け、現在導入してい

る県内13市町の事例を確認し、本市としての補助制

度について研究を進めており、今後、具体的な内容

を整理して予算措置していくよう取り組んでいると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 県の追加メニューが令和６年

の１月だったので、間に合わなかったよということ

で、来年度に向けて予算獲得できるように頑張って

いきますよという御答弁でした。 

 そういった中で、６月３日の早朝にも能登半島地

方では震度５の地震が発生しましたし、いつ災害は

発生するか分かりませんし、大災害の一要因として

電気が復旧したときに、火災が発生することも分か

っております。それでも取りあえず来年度予算って

いうことで、補正を組むお考えはないでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 頑張ります。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 頑張っていただきたいと思い

ますけども、多分３月定例会の答弁でもお答えいた

だいてると思うんですけども、市内の13市町が取り

組んでいるのに、なぜ湖西市がなかなかこの補助制

度について進んでいかないのか、いま一度理由をお

伺いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 もちろん、通電火災が先ほど議員おっしゃられた

とおり、大きな地震の後に発生しやすいということ

は承知もしておりますし、それに対する対応という

ことも必要だなというふうには考えておりましたが、

やはりここら辺につきましてはまず先立つものとし

て県のほうにも補助をいただきたいなというのが一

つございました。今回、県のほうのメニューも追加

されましたので、こちらのほうをぜひとも進めてい

きたいなというのがまず１点、それからもう一つは
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先ほど申しました、以前に申し上げたかもしれませ

んが感震ブレーカーと呼ばれるものについてはいろ

んな種類がございます。それがどういった種類、安

いものから高いものまでいろいろあるんですけれど

も、どういったものが湖西市の皆さんに使っていた

だくといいますか取り入れてもらって、通電火災を

防ぐのにいいのかっていうことも、やっぱり研究す

る必要があるかなというふうに考えておりましたの

で、これまでのところ補助制度をつくるには至って

おりませんでした。ここら辺が大分整理をされてき

ておりますので、これから頑張ってそこら辺を制度

設計に取り入れて進めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やは

り、通電火災を防ぐ方法としては感震ブレーカーの

設置が言われております。今部長も必死に考えてい

らっしゃると思うですけども、後の祭りにならない

ように、財政を握っている部署の方いかがお考えで

すか、ここをあくまでも減災対策の一つとして補正

を組んでまで、やっていくお考えはあるんでしょう

かないでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（安形知哉） お答えいたします。 

 やはり、安全・安心という部分で必要なものとそ

ういうふうには認識はしております。やはりトータ

ル的な財源なんかもあります。財政としても、中期

財政計画なんかも設定してやっておりますんで、そ

の辺りはバランスよく検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 市民の安心・安全、先ほどの

同僚議員も、そういった災害関係のことを手厚くや

ってほしいということを求めておられましたし、ま

ず個人個人ができるところもやはり気を配って、早

め早めに手を打っていったほうがいいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 ２問目に移りますけどよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） ちょっとお昼をまたぎそうで

すので、ここでお昼の休憩としたいんですが神谷議

員よろしいでしょうか。 

○17番（神谷里枝） はい。 

○議長（馬場 衛） それでは、ここで暫時休憩と

させていただきます。再開を13時、13時とさせてい

ただきます。 

午前11時58分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、17番 神谷里枝議員の一般質問を行い

ます。主題２、質問要旨２番目からとなります。神

谷里枝議員、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） では、午前中に引き続きまし

て質問をさせていただきます。 

 ２問目です。能登半島地震における災害支援に服

務した職員からの報告を受け、湖西市の防災・減災

対策にどのように反映させるつもりなのか、方針を

お伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 能登半島地震に派遣された応援職員の報告では、

主に被災自治体において応援職員や支援物資などの

受入れ体制の整備が課題であり、湖西市としても受

入れ体制を整えておく必要性を感じたとの意見が多

くありました。 

 湖西市といたしましても、他市からの職員などの

受入れ体制整備については、大変重要な対策である

と捉え、令和６年３月に湖西市広域受援計画を策定

したところであります。今後は、さらなる受援体制

の整備を図るため、対策班ごとに受入れ体制などの

運用方法や、役割分担といった具体的な手順の作成

を進めていくことを予定しており、応援職員からの

報告などを反映させ、年度内に取りまとめていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 派遣された職員の報告を受け
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て、人的や物資の受入れ体制を整えることがとても

重要だということが判明したので、この３月に湖西

市広域受援計画を策定したということです。湖西市

広域受援計画を策定して、今回策定したということ

はいいんですけども本当は正直なことを申し上げま

すと、議会や市民に災害支援に服務した職員の報告

などがあるかなと思って、今回一般質問もさせてい

ただいて、今の御答弁によって湖西市広域受援計画

まで策定したっていうことが分かりました。今後は、

対策班ごとに具体的な手順を取りまとめていくって

いうこともただいまの答弁で確認ができました。 

 要するに、当局のほうはこういった計画を立てて

対応してくださるということですけども、住民側か

らしますといろんな支援があることを知らなかった

りとか、災害時に声を上げる余裕もなかったりで、

なかなか支援にたどり着けないっていうことがとっ

ても大きな課題となって、こういった受援体制を整

えておくということが必要になってきたのかなって

いうふうに考えますけども、湖西市広域受援計画を

策定して当局としては、市民に対してどういった安

心・安全な状況を提供していくっていうふうにお考

えになってるんでしょうか、公助としての立場から

どういったことをお考えになっているんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 今、広域受援計画についてのお話をさせていただ

いておりますけれども、大規模災害時、能登半島地

震に限らず東日本大震災もそうですし阪神・淡路大

震災も同じだったんですけれども、我々職員自身も

市民と同様被災者であると。我々自身が被災をして

いる中で、その後で市民の皆さんの救助であったり、

復興であったりっていうことをやっていかなくちゃ

いけない。当然それは、我々自身も先ほどから何度

も言ってるように被災者でありますので、そこで人

手が足りてるか足りてないかというと、もしかした

ら本当はあってほしくないんですが、自分自身がけ

がをして動けない可能性もありますし、そんな中で

足りない人手をよそから来て手伝ってもらうってい

うことが、要するに本来やらなければいけないこと

を、スピード感を持ってやるためには、我々自身も

助けを求めなければいけない、よそから支援もして

いただいて我々の代わりに仕事をしていただけなけ

ればならないってそこが、早くやらないとやはり復

旧・復興に時間がかかってしまうということにつな

がりますので、市民の皆様方が速やかに復興できる

ようにするためにも、こういった計画を立てて応援

に来ていただいた方に、すぐに仕事に取りかかって

いただけるような体制を取るというのが、必要だと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、今回災害支援

に行かれたそこを踏まえて、要するに湖西市として

も公助における災害対策を滞りなく進めるためにこ

の受援計画を策定し、今後さらに先ほど御答弁にあ

りました対策班ごとに具体的な手順も煮詰めていっ

て、取り組んでいきますよってそういうことだと思

います。そこら辺、まずよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） 議員おっしゃるとおり

です。滞りなく、公助ができるようにするためのも

のであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 ５月30日の新聞に、大規模災害などに国が指示で

きるように法改正をするっていうふうにありまして、

本計画が公助における災害対策を滞りなく進められ

るように、職員間における情報共有、また周知徹底

をお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（馬場 衛） この項はいいですか。 

○17番（神谷里枝） はい。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員に申し上げます。

残り時間があと５分となっていますんで、まとめて

いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。じゃあ神谷議員、主題３のほうへ移ってくださ

い。 

○17番（神谷里枝） 最後の質問に移ります。長寿

命化事業の推進についてであります。 
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 湖西市が所有する公共施設等の全体を把握し、35

年後の将来の費用更新についてシミュレーションを

行い、将来的に必要な費用などを把握することで、

今後の施設の在り方、公共施設などの最適な配置及

び管理運営に寄与するための計画を踏まえて、適切

な維持管理を推進し、長期的な視点で更新・統廃

合・長寿命化などを計画的に行うための基本計画、

湖西市公共施設等総合管理計画が平成28年３月に策

定されております。 

 また令和４年３月に総合管理計画策定後、一定期

間が経過したことや、公共建築・インフラ資産の各

個別施設計画策定の進捗を踏まえ改定が行われまし

て、鷲津保育園解体工事や新居地域センター改修工

事、鷲津中学校長寿命化事業進捗が図られておりま

す。 

 そういった中で、長寿命化事業における工事が進

むにつれ、追加工事、補正予算が計上され、議案提

出に至っている背景を踏まえ、長寿命化事業進捗を

図る段階・手順において再検討やマニュアル作成な

どの必要性があると思いお伺いします。 

 質問事項１、改修工事などを行う場合の計画策定

プロセスについてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 初めに、各施設所管課で建築部門等と相談・調整

を行った上で、改修工事の内容や必要な調査設計、

工事を行う時期の検討及び概算事業費等の算定など

を実施いたします。 

 次に、財政部門と協議し、その後、関係する部署

の所属長、副市長、市長と工事計画について承認を

取っていくのが一般的な流れとなります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 所管課で、改修工事などの調

査設計等を行っていくという御答弁だったと思うん

ですけども、湖西市の職員というのは人事異動でそ

の職場に就いた職員が、こういったことを担当して

いくっていうのは、私は職員の負担にならないかっ

ていうことを懸念しています。今御答弁にありまし

たように予算計上、議案として上程するまでに情報

共有とか連携はしっかりと機能しているんでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 例えば修繕とか点検につきましては、包括施設管

理のほうで点検状況とか、ここはまずいとかという

情報は共有しております。そのほかにも、関係部署

の間では綿密にそこの計画について立てる段階で、

連絡を取り合っていくと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 技師などの人数は足りていま

すか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 湖西市全体として、技師の人数は足りなくなって

きていると思います。新規採用で技師のほうも募集

はしているんですけども、なかなか採れていないと

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 最後の２問目に移ります。 

○議長（馬場 衛） ２問目ですね、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 度重なる補正による事務負担

の軽減を踏まえまして、長寿命化事業進捗が図られ

ている事業における課題や、今後の対応策について

のお考えをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 課題としましては、大規模改修工事など長寿命化

事業を行う中で、当初想定していた事業費より実際

の費用が多くかかるケースが見受けられる点でござ

います。これは資材の高騰や欠如、想定外の作業の

発生など様々な要因がありまして、なかなか全てを

網羅、予測することは難しいと思っております。 

 対応策としまして、改修工事の計画策定や想定事

業費算定の前段階で、事前調査の精度を上げていく

ということが考えられます。施設ごとの状況も異な

りますので、改修の目的や規模を考慮し、どこまで
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事前調査を行っていくのか判断していくこととなり

ますが、精度を上げることで、一方で時間やコスト

のほうもかかってまいりますので、この辺りは費用

対効果やバランスを考慮しつつ、判断する必要があ

ると考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 全てを把握するのは難しいと

いうことは承知しておりますけども、性能を上げた

事前調査ということだと思うんですけども、なかな

か難しいっていうふうに今の御答弁で受け取れまし

た。 

 そういった中で、公共施設を更新するに当たりま

して、修繕なのか改修を行い長寿命化を図るのか、

また建て替えを行うのかなど、判断基準を明確にす

るためのマニュアル整備といいますか、コンセプト

が必要と思いますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 長寿命化を図っていくのかあるいは建て替えを行

っていくのか、費用効果等の判断が各施設の状況が

異なるため、一概に同一の基準により判断するのは

難しいところがやっぱりあるかと思います。 

 湖西市公共施設等総合管理計画とか、湖西市公共

施設再配置個別計画における取組予定との整合性も

考慮していく必要があると思っております。 

 こうした湖西市公共施設再配置個別計画ですとか、

湖西市公共施設等総合管理計画を所管する資産経営

課のほうが中心となって、今後、基準やマニュアル

などが整備できないか、研究していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） 担当課のほうで考えていきた

いということですけども、以前にはこういった公共

施設再配置についての職員研修、また議員も含めさ

せていただきましたけど、これだけ年数もたちいろ

いろ課題も見えてきている中でもう一度講習、職員

向けも含めまして研修会などを行って、何とかレベ

ルを上げていくというお考えはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 また、先ほどの計画の更新等もあるかと思います

ので、その辺りはまた職員を集めてワーキンググル

ープをつくるなり、勉強のほうはしていく必要があ

るかと思っております。また、議員の皆様のほうに

も勉強会等を通じて情報提供していくようにしてい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やっ

ぱり職員だけでなく、また自分たちもそうなんです

けども、財源を伴って将来負担を軽減する意味合い

からも、ある意味判断基準があったほうが市民説明

はもちろん、職員や議会としても判断しやすいと思

いますので、ぜひこの方向性で検討していただきた

いと思います。 

 資産管理台帳で建物の資産価値も把握してると思

いますし、今後の在り方を検討する際には利用者で

ある市民の減少に伴い利用自体が減少することや、

ランニングコストなどの財源確保も難しくなります

ので、公共施設保有量を適正に保つために総量縮減

等、改修や更新時期の改修回避など、先を見越した

判断を御期待いたしまして質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、６番 加藤治司議員の

発言を許します。 

  〔６番 加藤治司登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは６番 加藤治司議員、

どうぞ。 

○６番（加藤治司） ６番 加藤治司です。通告に

従いまして質問します。 

 主題は、新居跨線橋に関する要望書への対応につ

いてです。 

 質問しようとする背景や今までの経緯ですが、Ｊ

Ｒ東海道線と東海道新幹線、国道301号をまたぐ

1968年建築の新居跨線橋について、所有者の浜名湖
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ボートレース企業団が、来場者の減少と長寿命化に

よるコスト発生、大規模災害での倒壊した場合の責

務の発生などから、2027年頃までに撤去し、更新し

ない方針を明らかにしました。 

 この方針を受け、橋を生活道路として利用する地

域住民らが、2022年８月に撤去に反対する4,883人

分の署名を集め、新居跨線橋存続に関する要望書を

湖西市と浜名湖ボートレース企業団に提出しました。 

 要望内容は、１つには撤去による周辺道路への影

響調査、２つ目には大規模災害時に新居跨線橋の果

たす役割、３つ目には長寿命化工事による存続また

は代替道路の整備です。 

 2023年９月定例会議で、道路管理者である湖西市

に要望書に対する回答を求めましたが、一部の回答

とともに、存廃判断の参考にするため2024年２月頃

に跨線橋周辺の交通量調査を実施するとの答弁があ

りました。交通量調査は、予定どおりに実施されて

ましたので、その結果も含めた湖西市の存廃の判断

を確認いたします。 

 質問の目的は、今述べましたように要望書に対す

る対応の確認です。 

 まず１番目の質問ですけども、今回の交通量調査

の目的は、2023年９月に開通したバッテリーロード

の効果確認となっていますが、調査方法とか結果を

伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部長。 

  〔都市整備部長 小倉英昭登壇〕 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 令和５年９月30日のバッテリーロード開通から約

５か月ほど経過した、令和６年２月中旬から３月上

旬の間でボートレース開催日の平日と休日、非開催

日の平日と休日の計４日間において、午前７時から

午後７時までの12時間を対象に実施しました。調査

箇所は、バッテリーロードの開通に伴い交通量の変

化が見込まれる新居地区の市街地を中心に15か所の

交差点で実施し、このうち４か所の交差点につきま

しては渋滞調査と信号現示調査も併せて実施しまし

た。 

 結果でございますが、まず初めにバッテリーロー

ドについては午前７時から午後７時までの12時間で、

上下線合わせて4,471台の交通量がありました。次

に、令和３年９月に浜名湖ボートレース企業団が実

施した調査と比較しますと、新居関所交差点では午

前７時から午前８時の通勤時間帯１時間で、111台

が減少する結果となりました。全体の交通形態の変

化は現在解析中でございますが、その他の調査地点

においても通勤時間帯の交通量が10％程度減少して

いることが確認され、多くの方々にバッテリーロー

ドを利用していただいてるものと考えられます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 今の説明で概略は分かりまし

たけども、調査方法の説明の中で、信号現示調査を

実施したとの説明がありましたが、どのような調査

で目的は何か伺います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 信号現示調査とは、

交差点需要率を解析するために、必要な交通量調査

の一つであり、交差点に設置されている各信号機の

信号表示の順番や感覚を把握することを目的とした

調査でございます。 

 現在実施している業務の調査内容としては、交差

点における信号１サイクル当たりの各信号機の点灯

時間について、交差点流入部別に１時間ごと計測す

る調査でございます。 

 ちなみに、交差点需要率というのは、簡単に申し

上げますと交差点を通過するのに何回信号待ちをす

るのかというようなものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 概略は分かりました。それに

よる不具合とかそういうものは、また総合的にまと

める中でまとめられるということですね。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 今現在調査をしてい

ただいてる業務委託の中で、解析を行っていくもの

でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 
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○６番（加藤治司） 調査結果全体の交通形態の変

化は現在解析中とのことですけども、通勤時間帯の

交通量が10％減少しており、多くの方がバッテリー

ロードを利用しているとの説明がありました。 

 ここで私のほうから提案なんですけど、一般的な

会社では交通手当の支給とか、通勤時の事故を防ぐ

目的で従業員に通勤経路を提出させているのが一般

的だと思います。そのバッテリーロードを利用しそ

うな各社に依頼して、極力バッテリーロードを利用

するように指導してもらえれば、さらに利用者が増

加すると思いますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） バッテリーロードの

利用促進につきましては、令和５年９月30日に実施

しました開通式典をはじめ、広報こさいや報道機関

による情報発信を実施しまして、幅広い市民の方々

に周知を行ってまいりました。 

 周知が実ったのかどうか分かりませんが、みんな

で選んだ湖西市五大ニュース2023の第１位にバッテ

リーロード開通が選ばれましたので、バッテリーロ

ードの利用促進については、多くの方々に浸透して

いるものと思っております。 

 今後は、バッテリーロードのさらなる利用促進の

ために周知が必要となりましたら、議員がおっしゃ

られた企業などにお願いをするというような方法を

取っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 今の御回答の中で、遠くから

来る人は湖西市民じゃないもんですから、五大ニュ

ースを選んだのは湖西市民なもんですから、そこは

大きく間違いないようにお願いしたいと思います。 

 次、２番目ですけども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） 要望①で、撤去時の周辺道路

への影響調査依頼について、2024年２月の今回の調

査と、2022年の跨線橋を通行止めにして点検したと

きの交通量等も含めて、新居跨線橋撤去による影響

調査をしてるか伺います。する予定か伺います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 新居跨線橋の撤去による周辺道路の影響予測は、

現在実施しております業務委託において、新居跨線

橋が廃止された場合の将来交通量の推移や影響予測

など検証しているところであり、令和６年７月末頃

に業務が完了する予定でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 今の説明ですと、令和６年７

月末までに完了する業務には、2020年の跨線橋を通

行止めにして、点検した調査結果も含まれるという

ふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 令和３年９月及び令和４年９月に、浜名湖ボート

レース企業団が実施した交通量調査の結果を踏まえ

まして、現在実施している業務の中で、新居跨線橋

が撤去された場合の将来交通量の推移や影響予測な

ど、解析・検証を行っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 じゃあ次に３番目ですけども、要望③で撤去時の

代替道路に関して、2023年９月の定例会で都市計画

道路浜名弁天線や浜名線で、中心部の混雑緩和を図

るとの答弁がありましたが事業計画を伺います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 都市計画道路浜名弁天線や浜名線は、関所周辺の

新居地区中心部、こちらのほうの交通集中による混

雑の緩和を図る役割を担う路線であると認識をして

おります。これらの路線のうち、令和４年度から事

業を実施しております浜名弁天線は、新居弁天イン

ターチェンジから住吉公民館付近までの約800メー

トルの区間において、令和４年度は道路予備設計、

令和５年度は用地測量を実施し、事業化に向けた準

備を進めてきておりますが、今後、策定予定の湖西

市津波減災計画との整合を図る必要があることから、

現時点での完成予定時期というものは未定でござい
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ます。また、浜名線につきましても、浜名弁天線整

備完了後に引き続き実施していくことになりますの

で、こちらのほうも整備時期については現在未定で

ございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 今の説明ですと全然未定とい

うことですけども、説明の中で今後策定予定の湖西

市津波減災計画との整合性を図る必要があることか

ら、現時点で防潮堤の完成予定時期は未定とのこと

でしたが、湖西市津波防災地域づくり推進計画、令

和５年度末にできた中で、防潮堤整備の実現に当た

っては様々な課題があることから、引き続き検討す

るとなっており、湖西市津波減災計画の計画はどの

ようになってるのかを伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） では、お答えいたしま

す。 

 湖西市津波減災計画につきましては、令和８年３

月末、来年度末を目標に、今現在、検討作業を進め

ているところであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 検討ってどういう形で、もう

少し分かりやすくお願いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 湖西市津波減災計画につきましては、ハード整備

によって、湖西市をどういうふうに守っていくかと

いうところを整理してるものでございます。 

 具体的に申しますと、防潮堤整備をどういうふう

に行うのか、行ったほうがいいのか、行うとしたら

場所はどこに行うのか、それとも行わないほうがい

いのかということを、総合的に検討を行いまして判

断をするというものになっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 話がずれちゃいますけど、こ

れは静岡県主体でやってる静岡モデルの一環として

やられてるわけですか。 

○議長（馬場 衛） 通告から少し離れ、危機管理

監、大丈夫ですか。危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 静岡モデルにつきましては、湖西市の静岡モデル

は中間報告として取りまとめられておりますけれど

も、その一部として今のところ進めているところで

ございます。もちろん、その中間報告自体も先ほど

申しましたように中間報告でございますので、この

結果によっては全体として見直しをする可能性はご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） いずれにしても、それが決ま

らないと前にも後ろにも進まないという受け止めで

したんで、早く結論を出して方向性を出すというこ

とが重要ですので、よろしくお願いしたいと思いま

す。それが決まらないと、代替道路がどうなるかが

全然はっきりしないということですよね。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 浜名弁天線は、浜名バイパス沿いの防風林の北側

に計画された都市計画道路でございまして、湖西市

津波減災計画において検討を進める浜名バイパス沿

いの防潮堤が、先ほど危機管理監からもお話があり

ましたがどこへ造るのか、浜名バイパスの海側なの

か浜名バイパスのかさ上げなのか、浜名バイパスの

北側なのかというところになってくると思います。

仮に、浜名バイパスの北側に造るということになり

ますと、今浜名弁天線の起点部分が新居弁天インタ

ーのすぐそばになってきます。住吉の市営住宅のち

ょっと北側を抜けてっていうようなルートになって

きてますけども、防潮堤の位置によって影響が出る

可能性がございます。もしかすると、都市計画道路

の位置を変えたり線形を変えたりというところが心

配してるとこでございまして、手戻りになってもい

けませんので、そちらの方針を待って事業を進めて

いくというものになります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） いずれにしろ、令和８年末に
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作成予定の湖西市津波減災計画を待つしかないとい

うことだと思うんで理解いたしました。 

 次に４番目ですけども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） 財政負担に関して、存続して

湖西市が管理を引き継ぐ場合、長寿命化改修工事・

定期補修・将来の撤去費用など、発生費用予測を伺

います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 令和５年９月議会でも答弁させていただきました

が、新居跨線橋はＪＲ跨線部以外の国道301跨道部

とその他の部分においては、耐震性能を満たしてい

ないため、その補強に係る工事費や経年変化に伴う

橋梁塗装などの維持修繕費用として約８億円、それ

以外の定期的な点検や補修費用として、年間約500

万円程度必要になると想定しております。また、新

居跨線橋を存続させる方針を湖西市が決定した場合

には、現在、浜名湖ボートレース企業団において管

理している新居跨線橋を含む橋梁７橋と、周辺道路

８路線6.2キロメートルを湖西市が引き受けること

になります。それらの維持には、浜名湖ボートレー

ス企業団の過年度実績から先ほどの新居跨線橋の年

間補修費約500万円を含め、年間3,700万円以上の経

費が必要となり、それとは別に各橋梁において新居

跨線橋と同様の耐震補強や維持修繕工事などを実施

する必要があり、約30億円程度が必要になると想定

をしております。 

 なお、新居跨線橋の撤去に係る費用につきまして

は、現在、浜名湖ボートレース企業団において算定

しているというふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 今の説明の中で、存続の方針

を打ち出した場合、新居跨線橋を含む７橋を湖西市

が受け取るとの説明でしたけども、新居跨線橋だけ

を受け取ることはできないんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 ちょっと過去の経過からお話をさせてもらいます

と、道路法の改正によりまして橋梁において５年に

一度の法定点検が義務化されてきました。それに端

を発しまして、平成29年度から全ての橋梁及び付随

する道路を湖西市へ移管できないかということを浜

名湖ボートレース企業団と検討を始めました。その

検討する中で幾つかの課題が持ち上がりました。移

管により、７つの橋梁が湖西市全体の橋梁に含まれ、

湖西市に優先順位を決められ、７橋梁を優先的に対

応していくことが難しいということ、それと財源の

関係で長寿命化工事が複数年にわたる可能性があり、

競艇場の来場者への影響が懸念されること、移管後

の湖西市の財政に与える影響が大きく事業量も増加

すること、以上のことから浜名湖ボートレース企業

団では工事をする橋梁、工事時期、工事期間という

ものを決定することができなくなると。よって、ビ

ックレースなどの開催や来場者への配慮が不十分と

なり財政計画が立てにくいなど、浜名湖ボートレー

ス企業団側の影響が大きいということが判明をしま

した。 

 よって、今申し上げた問題、課題を鑑みまして、

浜名湖ボートレース企業団所有の道路・橋梁を湖西

市に移管するのではなく、現状のとおり浜名湖ボー

トレース企業団が所有及び管理をする元の形に戻す

ことが最善であるというふうに、浜名湖ボートレー

ス企業団は方針決定をしております。また、新居跨

線橋を利用する来場者の減少、いずれ来るだろう東

南海トラフ巨大地震において、新居跨線橋が倒壊し

た場合のＪＲ側への補償問題があり、新居跨線橋を

撤去して代替ルートとして新居弁天（新弁天）から

新競艇大橋経由で、競艇場へのアクセスを可能にす

るということも併せて決定をされています。 

 以上、申し上げた経過の説明のとおり、企業団側

が所有する全ての橋梁・道路の移管の検討から始ま

り、浜名湖ボートレース企業団が所有・管理する元

の形に戻すことが最善であるというふうに判断した

ものを、新居跨線橋のみ湖西市が引き受けるという

ことは、さきに述べた維持管理費と点検費用に加え

まして将来の新居跨線橋の撤去費用も湖西市が負担

するということになり、莫大な経費をつぎ込むこと

になります。よって、新居跨線橋のみを湖西市が譲
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り受けるということは、極めて困難であろうという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 聞いてるうちに頭の中が混乱

しちゃいましたけど、要は浜名湖ボートレース企業

団としては７橋を全部管理して、自分たちのレース

があるときにそれらの補修とかうまくコントロール

して、来場者に迷惑がかからんようにしたいという

ことですね、それと財政的な負担でということで、

今はいいんですけど、要望書を出した人たちに、最

後に文章で回答をお願いすると思うんですよ。その

ときに、今言ったような説明だと非常に分かりにく

い感じあるもんですから、分かりやすく説明してい

ただきたいなと思うんですけども、これはお願いで

す。 

○議長（馬場 衛） 今の回答はよろしいですか。 

○６番（加藤治司） 今これ以上のことは求めても、

今はできないと思いますので。 

○議長（馬場 衛） 了解です。 

○６番（加藤治司） 今の質問に関する再質問の２

つ目ですけども、新居跨線橋を含む７橋を湖西市が

引き取ることになった場合、耐震補強や維持保守が

あって30億円が必要になるという話でしたけども、

概略ですけどいつ頃の予定でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 今後、10年程度で６

橋梁の改修を順次行っていくというふうに、浜名湖

ボートレース企業団からは伺っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） まだはっきりはしないけど、

10年間で６橋梁ということですね、その費用という

ことでいいですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） いいです。 

○６番（加藤治司） 最後ですけども、５番目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○６番（加藤治司） 跨線橋の存廃に関する総合判

断と、今後の計画について伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今まで部長が答弁していただきましたけど、総合

判断も含めてですので、ほとんどというか交通量調

査の話も出ましたし数字も出てきました。もちろん、

確定してからまた説明会なんかは予定させていただ

いてますので、そこでもしっかり地元の方だとか御

説明はさせていただきたいと思いますけれども、今

部長からあったとおり、新居跨線橋の撤去するかと

か存続するか、これに関しては今の交通事情、数字

だとか市民の利便性や混雑度、また当然先ほどの財

政負担も考慮して検証するというのが大事になって

くる、これは前も何回か同じ話をさせていただいた

かというふうに思います。 

 仮に、存続というふうになった場合には、今部長

も申し上げましたけれども、湖西市が引き取ってこ

れからの補修・維持管理、当然ながら普通の橋と普

通の道路と同じようにやっていかないといけない、

これがイニシャルコストで30億円、毎年数千万円と

いうようなコストが湖西市にかかってくるので、そ

れが可能かどうかという判断をする必要が出てくる

というふうに思っております。 

 他方で、撤去するということはさっきも同じ話に

なっちゃうかもしれませんが、周辺道路の影響とい

うことを、加藤議員おっしゃった２年前でしたっけ、

２日間止めてやったときの交通量調査の数字だとか、

また今回のバッテリーロードができた後の数字、こ

ういったものを整理した上で、さっき７月末という

ふうに部長が申し上げましたんで、夏とか秋頃まで

にはそういった数字の報告はさせていただきたいと

思っています。 

 他方で、先ほど10％の減少だとか大分数字も、湖

西市内もそうですし弁天島方面からの、浜松市の中

の道路の数字も出てきていますので、総合判断とい

う意味ではこれから湖西市としても総合判断をして

いきますけれども、今までの交通量調査で数字とか

データが出てきていますし、今後の橋梁に関しては

財政負担額というものも判明してきましたので、現

時点では浜名湖ボートレース企業団とも話していま

すけれども、撤去をするということで今やらせてい
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ただいてるというふうに御理解をいただければと思

います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 答弁ありがとうございました。

存続する場合の財政面の負担増加と、撤去する場合

の周辺道路に及ぼす影響、そういう両面から総合的

に判断するとのことですけども、一つお願いしたい

のは判断した結果を新居跨線橋存続に関する要望書

を提出した団体に、やっぱり文書で出してますから

文書で回答をお願いしたいと思うんですけども、そ

れはお願いできるでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 ちょっと要望書は承知してますけれども、主体が

どこか忘れましたけれども、当然ながら文書で返す

べきものであれば、ちょっと主体とか中身を全部は

覚えていませんけれども、説明の中では必要に応じ

て、加藤議員おっしゃるとおり口頭で聞いても今の

数字だとかは、なかなか分かりにくいというよりも

覚え切れないということだと思いますので、そうい

ったデータも含めて御説明は必要かなというふうに

思っています。ちょっと形式に関しては、もちろん

書面という形なのか、データをお示しするというこ

とが大事だと思ってますので、そこの分かりやすさ

も含めて検討したいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司議員。 

○６番（加藤治司） 最後ですけども、市長が言わ

れましたように、分かりやすく説得力ある内容で回

答をぜひお願いしたいということでお願いして、質

問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、６番 加藤治司議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、12番 楠 浩幸議員の

発言を許します。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、12番 楠 浩幸議

員どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 改めまして、皆さんこんにち

は。12番 楠 浩幸でございます。午後の少し眠く

なる時間帯ではございますけれども、今回も元気に

一般質問をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 それでは通告に従いまして、私のほうからは１題、

主題は湖西市の産業政策についてということで一般

質問を行います。 

 さて、令和６年４月に、人口戦略会議というとこ

ろから、全国の市町村のうち４割に当たる744の自

治体が消滅する可能性があるとの報告が出されまし

た。この分析の中身を見てみますと、当湖西市は出

生率の向上など、自然減対策と社会減対策の必要が

あるんですけれども、このちょっとポイントなんで

すけども、若年女性の減少率が2020年から2050年の

この30年の間に、40.8％まで減少するというふうに

報告が出ております。予測がされてるんです。これ

は、移動想定と比較をしても顕著でありましたとい

うレポートでした。また、お時間あればインターネ

ットに出ておりますので、ほかの議員さんも見られ

たらいいかなというふうに思っています。 

 ちなみに、この報告には日本全国の全ての自治体

のデータが出ておりまして、近隣の自治体では浜松

市では26.8％、磐田市では27.9％、袋井市21.3％、

掛川市まで言いますと21.4％と、近隣自治体と比較

しても減少率が高く予測をされているところでござ

います。 

 職住近接の観点からも、若年女性の流出を防ぐ施

策が必要であるということは、皆さんも認識をいた

だいているというふうに思います。 

 今回の質問の目的ですけれども、湖西市の人口動

向を産業構造から課題を抽出をして、若年女性の雇

用の創出と人口減少はもとより地域の活性化を図る

ことを目的として質問をさせていただきます。 

 それでは、質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） １題目です。第２次湖西市ま

ち・ひと・しごと総合戦略の目標における、０歳か

ら14歳の人口が、令和８年度、これはＫＰＩが設定

をされているんですけれども、6,600人に対して昨
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年度末、令和６年３月末では6,275人というふうに

ＫＰＩを切っているというような状況です。これも

ホームページにも出ているかと思うんですけれども、

毎年のトレンドが示されているんです。０歳から14

歳の住民基本台帳を基にした数字ですけれども、特

に顕著なのが、この総合戦略が出された2020年から

見てみますと、０歳から14歳の子供さんが毎年のよ

うに200人以上減少しているというところなんです。 

 私もあまりここの部分には、200人も減ってるん

だなというふうにすごく危惧をしたわけなんですけ

れども、この要因と課題をどのように執行部のほう

で認識をされているのかを、まず１問目で伺いたい

と思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。企画部長。 

  〔企画部長 山本敏博登壇〕 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 主な要因は、出生数と婚姻数の減少であると捉え

ております。 

 出生数は、平成24年の出生数495人に対して令和

５年の出生数は280人と、生まれる子供の数が当時

から約200人ぐらい減っておりまして、年々減少傾

向にございます。 

 婚姻数も令和２年が192人、令和３年が189人、令

和４年172人、令和５年171人とこちらも減少傾向に

あります。 

 出生数と婚姻数の減少には、複数の要因が関与し

ております。議員おっしゃったように、若年女性が

減少していること、経済的な理由やライフスタイル

の変化などから、未婚や晩婚化が進んでいることも

影響していると考えております。 

 出会いから結婚、出産、子育て期を前向きに捉え

てもらえるような施策を、今後も継続的に・効果的

に実施し、若い世代の市内への定住・定着を促進す

ることで、この出生数、婚姻数の改善につなげてい

くことが重要であると認識しております。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員、どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 出生数が減少しているよとい

うところが、一番のところだというふうに私のほう

も思っております。実は、この第６次の総合計画、

総合戦略もそうなんですけれども2020年をベースに

して計画が出されて、ＫＰＩが6,600人というよう

に、この計画を立てた時点でもう既に、実は私も遡

って調べてみると10年くらい前から０歳から14歳の

出生数の差って200人ぐらいあったんですよね。と

いうことは2020年、令和二、三年当時から遡って見

ても出生率を劇的に上げないと、このＫＰＩって達

成できないなっていうふうに安易に予測はできるわ

けなんですけれども、このＫＰＩを立てたとき、部

長がその当時の部長ではなかったっていうのは承知

をしているところなんです。どういうロジックで毎

年200人減ってる部分をタンジェントを上げていく、

上げていくというよりも緩和していくというような

施策だったのかなっていうところを、少しだけ伺い

たいなと思います。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 今おっしゃったように、当時から出生数の減少に

ついては認識があったかと思います。 

 この計画終了時、最終的には30年後7,100人なん

て数字も出てるんですけども、これにはまず出生率

の改善、０歳から14歳の減少にまず歯止めをかける

っていうこと、合計特殊出生率を上げるということ

がまず一つ、あとは生まれた子供が外にまた出てい

かないように、それを維持していくということを考

えた上で、このＫＰＩの維持を達成するというそう

いう考えて設定したものと捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） ＫＰＩということなので、成

果目標だというふうに思うんですよね、中間目標と

も言われるんですけども、合計の特殊出生率が総合

計画、総合戦略ですと1.8人を目標にするというふ

うな数字だったと思うんです。現状、詳しいところ

は、前回、前々回の国勢調査では湖西市の出生率が

1.45人ぐらいというふうに記載があったと思うんで

すけれども、1.45人から1.8人まで上げるための施

策というのを部長先ほどおっしゃったんですけども、

結婚するチャンスを増やすとかっていうところ、こ

ういうところを踏まえてこの第６次湖西市総合計画
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も2025年、来年で一回締めなあかんですよね、とい

うことは次の総合計画、つくるのかつくらないのか

分かんないですけども、考えていく時期でもあるか

と思うんですけども、そろそろ総括をしなきゃいけ

ないという時期なんですけども、そういうところを

踏まえてこの５年間、正確には３年半くらいですけ

れどもどのように考えられているのか、ＫＰＩなの

で成果に対してどういうふうな認識なのか伺いたい

です。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（山本敏博） お答えいたします。 

 今までもライフスタイルに沿った支援ということ

で、婚姻とか住宅のほうの支援もしてまいりました。

それに伴って、急激な減少というのはないような形

で何とかやってきたかと思うんですが、やはり当初

の目的に向かってＫＰＩの数値を上げていく、維持

していくということを考えると、現状の対策以外に

も少し考えていくべきところがあるかと思います。 

 そんな中で、先ほどのお話もありましたけども若

年世代ですか、そちらのほうに今後は着目して、結

婚の支援ももちろんそうですがそもそも若年世代が

少なくなっていくところを何とかしていくという、

そういった対策が今後は必要になるんじゃないかな

と考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） そうですね、部長が言われる

ように出生数のとこ、ここ３年くらいは320人前後

を推移している、これまでの５年、10年の角度より

も少し緩やかになっているのかなというのは、この

第６次湖西市総合計画の成果なのかなというふうに

思ってますけども、今度、来期総合計画、総合戦略

を立てるときにはちょっと背伸びをしたぐらいで、

目標を達成できるような成果目標を立てていただけ

れば、職員の皆さんも達成感を感じることができる

んじゃないのかなというふうに思いましたので、今

回１つ目にここの数字について少し質問させていた

だきました。 

 次の質問に移りたいと思いますけども。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員、質問の途中で

すけど、開会から１時間を経過しましたのでここで

暫時休憩といたしたいと思います。再開は14時15分、

14時15分とさせていただきます。 

午後２時01分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、12番 楠 浩幸議員の一般質問を行い

ます。主題１、質問要旨２番目からとなります。楠 

浩幸議員、どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） それでは、２題目の質問に移

っていきたいと思います。 

 少し話を戻しまして、冒頭お話をしましたように

湖西市の若年女性の減少についてでございますけれ

ども、湖西市の産業構造の課題として、若い女性が

湖西市の基幹産業である第二次産業での就業という

のが、やはり困難なのかなというふうに思っている

ところです。 

 実際に、2020年の国勢調査の中で、湖西市の産業

別の男女就業数というのを見てみますと、やはり製

造業に従事される方が女性の中でも一番多いのは確

かなんですけれども、男性が9,656名に対して女性

は3,758人と38.9％、40％弱ぐらいの女性が就業さ

れているよということなんですけれども、全体とし

ては男性の多くの方が湖西市で働いてみえる、女性

の方は外に出て働いているよというような状況で、

そういったことを踏まえまして、女性の雇用の創出

に対する湖西市の課題と施策についてお伺いをした

いと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 第二次産業の就業人口の割合につきましては、全

国平均では23％であるのに対し、湖西市では48.1％

と第二次産業が雇用を大きく支えていると認識をし

ております。 

 産業構造をすぐに大きく変えることは難しいので、

求職者であります女性の視点から、スキルアップの

サポートを図るとともに、一方では雇用者である企

業向けに啓発活動を展開することで、女性の雇用創
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出に努めていく必要があると考えております。 

 まず、求職者である女性に対するスキルアップ支

援につきましては、求職活動の手順や自己分析、キ

ャリアの構築法などについて学んでいただくための

セミナーを開催しております。また、テレワークの

普及やパソコンスキルの需要が増しているというこ

とに対して、在宅ワークの支援にも取り組んでおり

ます。これによりまして、家庭や子育て等で働く場

所や時間に制約がある女性に対しても、働く選択肢

を提供します。 

 次に、雇用である企業向けの啓発活動につきまし

ては、ウェブサイトやＬＩＮＥ、インスタグラム等

を活用して情報の周知を行っており、「えるぼし認

定」や「くるみん認定」の取得を促進しています。

これらの認定は、女性が活躍する企業、子育て支援

が行き届いている企業を応援する制度になります。

現在、湖西市では「えるぼし認定」を１社、「くる

みん認定」は３社の企業に取得をいただいています

けど、まだ十分だとは考えてはおりません。引き続

き、認定の取得を促進するとともに、女性が実際に

活躍をしているよい事例などを共有することで、企

業の皆さんとのコミュニケーションを通じて、女性

の雇用創出に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員、どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 私も製造業に長くおりました

けれども、やはり女性の方の就業というのは非常に

人気がないって言ったら言葉は悪いんですけれども、

選択肢の中になかなか入っていかない。女性の方も、

総合職として技術系でもばりばり働いてる女性の方

もたくさんいるんですけれども、なかなか採用まで

には至らないというようなことも採用のほうから、

企業のほうからも聞いているところです。 

 今部長が説明いただいた最初の部分ですね、スキ

ルアップですとかセミナーですとか、ＰＣのスキル

だとかっていうような、スキルアップについてはこ

れは製造業に従事するためのスキルアップなのか、

それとももっとほかの事業についても活用できるも

のなのか、どういったことを対象にしてこういった

事業を展開をされているのか、教えていただきたい

と思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 ここ最近、新型コロナの影響もありまして働き方

というのが大分変わってまして、ただいま女性就業

の支援の事業ということで行ってるわけですけど、

皆さんの声を聞くと、先ほど答弁で申しましたよう

にテレワークである在宅ワークとか、またキャリア

のほうで、いつ働きたいか分からないけどもいつか

自分のためにということで、スキルアップをしてい

きたいということなどがあります。一番声の大きか

った今は在宅ワークを中心に、そういった取組のこ

とを行っています。 

 また製造業のほうにも、企業についても在宅でで

きるような業務がないかとか企業側のほうで一応確

認をいただいて、希望確認、若い方の女性就業の話

を聞くと、先ほど議員言われたように事務職という

ところが多いわけなんですけど、そういうところを

在宅で例えばできないかとか、企業のほうの製造の

中でもそちらのほうに賄うことができないかって、

そんなところを行って事業を進めているところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 在宅ワークとかっていうよう

なことなんですけれども、実際にこういったセミナ

ーを受講される方、対象者はどのような方が受講さ

れてるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 今現在行われているもの

は、昨年になりますけども参加いただいたのは20代

から60代の方まで幅広く参加をいただいています。

延べ51名の方が参加をいただいております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） このセミナーとかっていうの

に参加をされてる対象の方っていうのは、就業を行

いながらスキルアップを、リスキリングっていうか

学び直しをされるっていう方なのか、それとも御自

宅の専業主婦ですとか、まだ職に就いてない方が対

象だったのか、その辺りも少し教えていただけます
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か。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 今職に就いてはいませんが今度再就職をしたい、

いろいろな理由がございまして、子育てを一旦休憩

をしてるだとかそういった事由から再就職、また就

業をしていきたいというようなところの皆さんを対

象に行っている事業になります。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） おおむね分かってまいりまし

たけれども、やはり若年女性が、先ほど０歳から14

歳というようなお話もしましたけれども、やはり若

い年代が出ていっちゃう前に、こういった職業観で

すとかスキルを身につける、学び直しは非常に必要

かなとは思いますけれども、そういった対象も少し

年齢層を下げて、行っていくということも大事なの

かなというふうに思いますけれども、これはまた来

年度以降も継続してやっていこうというような事業

になりますか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 今年度も主に在宅ワークというようなところもあ

りますが、これからですけども実施をしていくとこ

ろになります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 新型コロナウイルス感染症が

５類になりまして、湖西市内の企業さんも在宅から

少しずつリアル、出社をして仕事をされてる方とい

うのも大分増えているように肌感覚はあるわけなん

ですけれども、やはり今、在宅でできる仕事という

のがフルタイムで在宅ができるような東京の企業さ

んですとか、名古屋や都市部の企業さんもあるって

いうようなこともありますので、そういったような

情報なんかも併せて御提供いただければ、なおさら

スキルアップのセミナーの参加者なんかも、モチベ

ーションが上がるんじゃないのかなっていうふうに

思うわけなんですけどいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えします。 

 議員おっしゃるとおりで、在宅ワークというのは

ここの市内だけではなくて、全国で仕事があるわけ

です。市内に居て在宅から仕事をするという業務と

いうものを、それをターゲットに一つはしておりま

して、そちらのほうを支援をしていくというような

ところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 大分、企業さんもＤＸですと

かＩＣＴが進んできて、なかなか事務の仕事という

のが少なくなっているというのもよく聞くところな

んです。大手の企業さんもそうですし、中小の企業

さんも本当に一人工、必要なのかどうなのかってい

うような事務作業だったりする、そういったことを

集約をしてもらいながら在宅でできるような仕事と

いうのもよくピンポイントで、マッチングアプリの

ような感じでよくインターネットなんかでも見るん

ですけれども、そういったポイントだけでできるよ

うな仕事なんかも湖西市の中でもあろうかと思うん

ですけど、そういう仕事を集めてあっせんする、湖

西市行政がそういった細かいところまでは難しいか

と思いますけれども、例えば職業訓練センターです

とかそういったところに委託をしながら、事業を集

約しながら一人工でできない、足りないところを少

しでも一人工にして就業支援ができたらなっていう

ふうに思ったりするんですけども、そういった考え

なんかあったりしますか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 今モノづくり推進室のほうでは市内企業さん、先

ほど言われたような製造業さんですが、１日のフル

タイムの事業というものはない、なかなか難しいと

いうことで短い時間を切り出したりとか、例えばそ

ういうことで一人工、議員おっしゃるとおりのそう

いった仕事の分担であるとか、市内だけで賄えない

ので在宅ワークというと全国、言ってみれば世界と

も仕事ができるような、そういったところで市内に

とどまって御自宅で在宅ができるような、そんなこ

とも今後の課題として捉えていまして、できたらい

いなというふうに今事業を進めています。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 来年度ぐらいには事業化でき

そうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 今のところは、この女性の就業支援というのが先

ほど言った、ここだけではなくてほかのところの在

宅で仕事のほうもできるかどうか、そういったスキ

ルアップみたいなところも考えているもんですから、

市内の製造業というのはやっぱり企業さんと、また

これから御相談とかいろいろなことをお話をして、

そんなことが現実できるかどうかというのはまだ課

題段階ですね、研究を今後もしていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） ぜひ、そういった形で一人で

も多くの方が就業できるような事業に、育てていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それじゃあ３つ目の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） ３つ目の質問です。湖西市は

今、部長ともやり取りをさせていただいたように、

産業の多様化というのが課題であるなというふうに

思うわけなんです。 

 一般的に、ほかの自治体の産業構造を見てみます

と第一次産業が１割ぐらい、第二次産業が３割から

４割近く、やっぱ一番多いのは第三次産業、サービ

ス業に従事する方が多いというのが一般的な、一般

的なというか今多くの自治体がそんな産業構造にな

っているわけなんです。 

 湖西市の第三次産業というのがなかなか脆弱で、

第三次産業のサービス業に従事されてる方のことを

比喩してるわけではなくて、数的に少ないというふ

うに申し上げたいわけなんですけれども、やはりそ

ういった第三次サービス業の拡充ですとか、もっと

言いますと、地元の収入源が特に観光資源というふ

うな見方をしますと、非常に湖西市としては充実を

してるわけなんですけれども、生かされてないんじ

ゃないかなというふうに思っているところです。 

 湖西市観光基本計画を見てみますと、これもまた

ＫＰＩなんですけれども、国内外の友人に訪れても

らいたいかっていうような設問があったりするんで

す。これがＫＰＩ60％という目標になってるんです

けれども、令和５年度は44％でとどまっているとい

うような状況です。この要因と課題をどのように認

識をされているのか、また施策があれば伺いたいと

思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 令和５年度のＫＰＩにつきましては、目標が56％

に対しまして結果が44％と目標を達成することがで

きませんでした。湖西市に住み続けたい人の割合が

80％以上と、多くの市民の皆さんが湖西市に愛着を

持っている一方で、湖西市を魅力ある観光地として

国内外の友人に自慢できるという人の割合は、半数

の50％を割っておりまして、まず市民の皆様に湖西

市の魅力を知ってもらい、郷土愛を醸成していくと

いうことが課題であるというふうに認識をしていま

す。 

 目標未達成の要因としましては、観光の代表的な

施設でありましたわんぱくランドの解体などもあり

まして、新居弁天地域のにぎわいが少なくなってき

たということが一つの原因だと考えています。この

ために、魅力ある観光地域づくりとして再整備に取

り組みまして、今年３月には浜名湖パークビレッジ

がグランドオープンをし、オートキャンプのほかド

ッグランを利用されるペット連れなど、市内外から

多くの方が訪れ、新たなにぎわいが生まれつつあり

ます。 

 また、その周辺では他の民間事業者が旅館をリノ

ベーションして、宿泊施設を開業するよう準備を進

めているというふうに聞いておりまして、湖西市の

新たな観光の代表的な拠点になるというだけではな

くて、市民にも愛される観光地になるというふうに

期待をしているところでございます。 

 湖西市といたしましても浜名湖という資源を生か

し、舟の遊覧事業の実証実験、すぐ浜名湖花博2024

でも行いましたけども、また引き続き夏から秋ぐら
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いにかけまして実施できるように今準備を進めてい

るとこです。湖西市オリジナルの魅力ある観光コン

テンツを、そういうふうに開発をしていきたいと考

えております。この地域から点在する市内の観光地

域をつなぎ、市内各地から、さらには浜名湖全域を

つなぐ周遊観光のゲートウエイとなるよう、観光協

会や浜松・浜名湖ツーリズムビューローなど、関係

機関と連携をして取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 湖西市民は、湖西市は住みや

すいよって言いながらも、友達に来てほしいよって

いうふうになかなか言えないということは、やっぱ

りこの観光資源が認知不足なのかな、鷲津の人がな

かなか新居のことを知らないし、逆に新居の人が新

所原や入出や北部のことを、あまり知らないという

のはよく聞くところなんですけども、そういった認

知不足じゃないかなっていうような認識は部長のほ

うはお持ちでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 本当に、観光地というとそれぞれのところで個と

してはあるんですけどもおっしゃるとおりで、全て

の市民の皆さんがまだ知っていないというのが現実

あると思います。そちらのほうを情報提供していく

というのが一番のところだと思います。見ていただ

いて体験していただくと、本当にいいところがいっ

ぱいあると思いますので、ただその中の一つで観光

ウェブサイトのページビューというのがありますけ

ども20万程度のページビューだったんですが、今こ

こ力を入れてまして、令和５年度ですけども45万ペ

ージビューということで２倍以上の閲覧をいただい

たりとかそういったところを、一つ一つですけど着

実に進んでいるなというふうには思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 今部長の答弁の中では、ホー

ムページなんかを見ていただいてる数は増えてるん

だけどということなんですけども、実際に湖西市内

の方がどれぐらい見てるかというところも疑問です

よね。まずは、市内の市民にやっぱり効果的なプロ

モーションが必要ではないかなというふうに思うん

ですけど、いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） おっしゃるとおりだと思

います。まだ、こちらのほうとしても市民の皆さん

に情報提供して、見て来ていただくというところが

まだ足りないなと思います。そういったところで、

今回は大きくですが浜名湖パークビレッジであると

か浜名湖花博2024においても、そこのパークビレッ

ジも一緒に御覧いただくということで、新居弁天地

域というところにイベント、マルシェを行ったりと

か舟で遊覧をして浜名湖花博2024会場まで運んだり

とか、そういったところを大きく広報させていただ

いたところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 同じく管理目標の中に、体験

観光の充実という項目もあったと思うんです。こう

いったところから、やはり市民の方に体験をしても

らうことによって遠い親戚ですとか友人に、湖西市

に来てみたらっていうようなことも言えるかと思う

んですけれども、この体験観光の充実という側面か

らどのような取組ですとか成果についてつながって

るか、もし御紹介いただければお願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 体験観光については、今50のツアーがございます。

毎年度増やしていって今そういったところがあるん

ですが、今年度近いところでは舟運も先ほど言いま

したが、それ以外だと中根金作庭園の観光コンテン

ツというところを今年上げております。今まで通常

の庭園の管理をいただいてたんですけど、中根金作

さんが造られた庭園ということで、剪定業者にしっ

かり庭を管理いただきまして舟運ツアーということ

で一つ、今回、浜名湖花博2024期間中に３回行う予

定です。１日はちょっと天候に恵まれず実施できな

かったんですが大変人気も高くて、ツアーができた

というふうになります。一つ一つですけどもそうい



６６ 

った取組、また体験できるとか、見ていただくよう

なそういうコンテンツを増やしていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 50の体験ツアーがあるってい

うことなんですけども皆さん御存じでしたか、いい

えっていうような顔なんです。これが実情だと思い

ます。せっかくいい素材があるのに、なかなか私た

ち市民が知ることができてないということは、やは

り先ほども申し上げたんですけども、効果的なプロ

モーションができてないんじゃないのかなというふ

うに思うところですので、ぜひ改善をしていただき

たいなというふうに思います。 

 最後の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） だんだんと核心に迫っていく

わけなんですけれども、４つ目の質問に入りたいと

思います。 

 湖西市は、浜名湖、遠州灘、湖西連峰に囲まれた

自然環境や新居関所や、先ほど部長も御紹介いただ

いた中根金作氏が手がけた庭園など、歴史的・文化

的な資源があるにもかかわらず、観光資源として十

分に活用されていないんじゃないのかなというふう

に、楠自身も認識をしているところです。 

 体験型の観光や公園、図書館、新居の図書館の横

には茶室があったりですとか、先ほど来、話が出て

いる中根金作氏が手がけた庭園があったりですとか、

公共施設にも本当にいい場所があったりするんです。

もっと言えば、新居ばっかりの話で恐縮なんですけ

れども、新居文化公園なんかも湖西市の中では本当

に子供たちが芝生の上で伸び伸び遊べるような場所

であったり、おじいちゃん、おばあちゃんの先輩方

が朝から東屋でコーヒーを飲んだり、ゆっくり過ご

されているような光景が目に入るわけなんですけど

も、そういった公共施設をもっとカフェを併設した

りですとか、今いろんな制約で営利目的に使えない

ような公共施設があるじゃないですか、そういった

ところをもっと、せっかく文化観光課というふうに、

以前、教育委員会にあった文化課が産業部に仲間入

りしたという意味では、しっかりと業につなげてい

く、文化財を産業につなげていくような考え方とい

うのはないのかなというふうに思って伺うんですけ

ども、そういったルールを改正なんかもしながら、

産業として結びつけていくようなお考えはないでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 もちろん、総論としておっしゃるとおりなのでそ

うしたいと思って、改めてこれ僕の答弁になったの

で何でかなと思ったら、条例改正のどの条例か分か

んないので、誰の部長も答弁できないって言われた

ので僕が総論として答えさせていただきますが、お

っしゃるとおりなので、どの条例か言っていただけ

ればそれは改正をさせていきたいと思っております。

別に条例じゃなくても、今部長の答弁にあったとお

りＰａｒｋ－ＰＦＩを使って浜名湖パークビレッジ

なんかはやりましたので、別に制度は条例だろうと

国の都市公園法も大分改正されて保育所なんかもで

きるようになったわけですから、それは別にどの制

度であろうと国家戦略特区であろうと、やれる制度

を使っていくのかなと。運用できるものはやってい

くということですから、運用で今書いてもらったの

は、カフェなんかも空き店舗の活用ですとか創業支

援なんか、これはそれこそ産業部が一生懸命頑張っ

て、佐吉の郷のスタートアップ支援なんかも含めて、

新しい制度も創出していただいてますので、そこは

どの制度が使いにくいとか、例えば今言ったどの部

長も答えられないというのは、図書館なのかどこの

施設が使いにくいというのを言っていただければ、

それは個別にぜひケース・バイ・ケースでやってい

きたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） そういうふうな形で、浜松城

に外資ですけれどもカフェができたりですとか、市

長が言われたように都市公園法が大分緩やかになっ

て、静岡県のほうも文化財を産業に結びつけていき

たいというような話もあるとは聞いているんです。

具体的にっていうようなことですので、例えば小松
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楼で物販ができないですとか、新居図書館で和室を

営利目的で使えないですとかっていうような話もよ

くよく聞くところなんです。 

 先日、新聞で見たんですけど今年の11月８日から

12月16日でしたか、静岡・富士クルーズトレイン、

３泊４日で75万円からみたいな話があって、これが

何と新居に止まるらしいんです。新居に止まって、

それから三ケ日のほうの小じゃれたホテルに、バス

で送っていくのかどうか分かんないですけども、せ

っかくそういったＶＩＰと言われるようなお客様が

新居に来てくれるんです。「また来年来たいな」な

んて思ってほしいじゃないですか、そうしたときに

小手先でちょこちょこっとサービスをするんではな

くて、やっぱりターゲットに合わせたサービスを見

せるというのは、本当に絶好のチャンスじゃないか

なというように思うわけなんですよ。 

 例えばですよ、せっかく新居に来てくださるんだ

ったら中根金作さんの庭園を見ていただくのも結構

でしょうし、紀伊国屋なんかでかまどがあったりす

るじゃないですか、かまどで、はがまで御飯を炊い

て、まきがパチパチ燃えるような音がして、ぶくぶ

く水蒸気が上がっていって炊き立ての御飯が食べら

れたりするとかっていうような、本当にＶＩＰって

いう人たちが何を望んでくるのか、白い手袋してハ

イヤーで「はい、どうぞ」っていうんじゃないと思

うんですよね、そういう人たちが。これからインバ

ウンドもどんどんと入ってくるんじゃないか、湖西

市以外は結構来てますよね、京都なんかでも。私先

日、広島の実家へ帰ったんですけれども、欧米の方

が旗持って団体で動いてるんだ、何十年ぶりかぐら

いに見ましたね。以前は東アジア系のお客様がたく

さん、そういったバスでだあっと来て、爆買いとか

っていうような姿を見たんですけども、今本当に円

が弱いせいかどうか分かんないですけども、欧米か

らオランダの人だったりフランスの人だったり、特

にヨーロッパ系の人たちが日本に来てくださってる、

日本の文化を探し求めてやってきてるというのは本

当にチャンスだと思うんです。そういった意味では、

全力で湖西市としてもこのチャンスを逃さないよう

にしていこうかな、していってはどうかなというふ

うに思うんです。 

 ちょっと長くなりましたけれども、今さっきばあ

っと申し上げましたけども、湖西市の観光資源を一

回棚卸しをしまして、どういう制約があってここが

使いにくいのかなというようなことを棚卸しをしな

がら、観光産業に結びつけていけるような勉強会を

始めてみませんか。 

 市長が先ほど答弁に苦労された、どの部長に話を

したらいいのか、答弁を求めたらいいのかっていう

ようなことが、実はこういったところにチャンスが

あるものを逃していってるんじゃないのかなという

ことなので、しっかりと産業部長のほうで横串を刺

していただきながら、来年度はそろそろ湖西市観光

基本計画の策定の時期というふうにも聞いておりま

すので、もう既に準備は進んでるのかというふうに

は思いますけれども一緒にやりませんか、どうでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 先ほど議員がおっしゃったとおり、その場所場所

で市長が答弁されたようにケース・バイ・ケースで

す。１つ２つの、こういった紀伊国屋でできたらい

いなというところは一応確認をすると、なかなか法

的に難しいところが幾つか規制がありますんで、そ

ういったところを活用できるように、今までもでき

るところはどんどん直していきたいというふうに思

ってますし、わんぱくランドの新居弁天のエリアも

観光のほうで行いたいということで、Ｐａｒｋ－Ｐ

ＦＩという手法を取って、観光エリアとして今再開

発をしたところですし、いろんなところが潜在的に

あるかと思います。そういったところを探っていく

ということは大変必要なことでありますし、インバ

ウンドの話もあったもんですから、浜松・浜名湖ツ

ーリズムビューローのほうと、インバウンドについ

てはやはり湖西市よりも浜松市であったり浜名湖と

いうのが売りで、来ていただいて湖西市のほうまで

誘客にするというのが一応効果的でありますし、方

法を見ながら、浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

っていうその団体がありますので、そういったとこ

ろでまた研究も、議員おっしゃってる御意見のほう
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もさせていただいて、私どももできるような形で進

めていきたいなとは思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員。 

○12番（楠 浩幸） 先日浜松・浜名湖ツーリズム

ビューローにも御挨拶に行ってまいりまして、いろ

いろとお話をしてまいりました。一緒にやりましょ

うよというようなことだったんですよ。ぜひ、湖西

市の関係部署の方にも御協力をいただきながら文化

施設を、湖西市の文化、環境を業にする、産業にし

てくということを官民一緒になって取り組んでいき

たいなというふうに思いますんで、ぜひぜひお願い

をしたいというふうに。 

 最後に確認ですけど勉強会やりませんか、どうで

しょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 勉強会というか、浜松・

浜名湖ツーリズムビューローでもいろいろそういっ

たところでお話をさせていただいてます。現に、浜

名湖を活用したいということで進んで、できるよう

な形で周遊事業みたいなものも少しずつですが進め

ていきたいと。また、いろいろなところでお示しで

きるかと思いますので、そういったところで研究を

してまいりたいということで、庁内で観光施設に使

えましょうかというところは、なかなか具体的な施

設、公共施設の中で考えていかないといけないもの

ですから、観光で勉強してきましょうということは

難しいかもしれません、その大きなところで、浜

松・浜名湖ツーリズムビューローなどで研究はして

いきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸議員、残り時間が少

なくってきて。 

○12番（楠 浩幸） もう終わります、終わります。 

○議長（馬場 衛） まとめていただければ。 

○12番（楠 浩幸） 部長はなかなか及び腰のよう

なものですから、ちょっとお声がけをさせていただ

くという形で勉強会を企画したいと思いますんで、

ぜひ参加をお願いします。 

 以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、１番 相曽桃子議員の

発言を許します。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、１番 相曽桃子議

員どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １番 相曽桃子でございます。

通告書に従いまして、一般質問を行います。 

 主題は２つございますが、まず同報無線について

行わせていただきます。 

 質問としようとする背景や経緯でございます。 

 湖西市内では12時に湖西市歌、17時、夕方の５時

は季節ごとに替わる童謡が流れており、当たり前に

生活音としてなれ親しんでいます。また、行方不明

者のお知らせや野生動物の目撃情報など、防犯情報

や防災情報も定期的に耳にすることもあります。 

 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）では、緊急

地震速報や武力攻撃に関する有事情報など、気象庁

や内閣官房からの緊急情報を24時間体制で自動的に

同報無線で知らせていると思います。 

 その一方で、気密性の高い建物の中や大雨のとき

など、放送内容が聞き取りにくい場合があり、その

対策として２つのサービスを提供していると思いま

す。同報無線で放送した内容をメール、ＬＩＮＥで

受信する防災ほっとメールと、同報無線を電話で聞

くことができる同報無線テレフォンサービスがある

と思います。 

 2024年３月11日の夜間防災訓練のとき、２回目の

サイレンが鳴ったら避難場所へ行く予定でございま

した。定刻になってもサイレンが鳴らず、しばらく

して「こちらは広報こさいです。Ｊアラートの不具

合のため放送ができませんでした。ただいまより、

訓練を開始してください。」と放送が流れました。

訓練参加者からは、「訓練で不具合なんて大丈夫。」

「本当に災害が起きていたら、サイレンが鳴らない

ことなのか。」など不安の声が上がっておりました。 

 2024年の２月９日に、全国一斉情報伝達試験が行

われましたが、聞こえなかったという市民の声もあ
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り、私自身も聞こえなかったと認識しております。 

 2024年の５月22日に行われた全国一斉情報伝達試

験では、同報無線での放送を確認しております。 

 質問の目的です。 

 湖西市における防災・応急救助・災害復旧に関す

る業務に使用することを主な目的として、あわせて、

平常時には一般行政事務に使用ができるよう整備す

るためでございます。 

 質問事項に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １番、今年の３月11日に行わ

れた夜間防災訓練時にサイレンが鳴らなかった不具

合の原因と、再発防止策についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。危機管理監。 

  〔危機管理監 山本健介登壇〕 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 サイレンが鳴らなかった原因は、国から発信され

る情報を受信するＪアラート受信機と、同報無線放

送機器を結ぶケーブルの接続不良により、同報無線

放送機器がデータを受信できず、放送が流れなかっ

たことによるものであります。 

 この不具合は、翌日に保守業者の検査と修理を実

施し、解消いたしました。 

 再発防止につきましては、ケーブルの接続状況の

確認には専門的な技術を必要とし、職員で実施でき

るような機器ではないため、年１回の保守業者によ

る定期点検にて確認を行うほか、これまでも行って

おります年４回の国が行う試験放送や、年３回の防

災訓練での訓練放送による動作確認といった点検体

制により、再発防止に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員、いかがですか。 

○１番（相曽桃子） 確認をしたいんですけれども、

今回、訓練の当日に鳴らなかったわけでございます

が、あれは訓練という前提で準備されていたものだ

と思います。ただ万が一、あのときに本当に大地震

が起きて、Ｊアラートを受信して放送しなければな

らなかったともしも仮に設定をした場合は、鳴って

いたのか鳴らなかったのかについてはどうお考えで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 実際に、緊急時に例えばＪアラートが入電しまし

て放送ができなかったというような場合につきまし

ては、職員が手動ですぐに操作を行って、直接放送

する体制を取っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員、どうぞ。 

○１番（相曽桃子） ということになりますと、鳴

らない理由は接触不良が起きたことで機械が不具合

になってたということになりますので、本当にあの

ときに本当に災害が起きてしまっていた場合、Ｊア

ラートの受信はできたとしても、そこから同報無線

に流すシステムに接続ができていなかったので、同

様に鳴らなかったという認識でよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） そのとおりです。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 分かりました。一応、その１

か月前ほどに全国情報試験、質問２にもかぶっては

しまうんですけれどもどうしようかな。先ほど、再

発防止策として適宜確認していくということで、そ

のシステム自体が複雑なもので例えば職員が毎日見

てとか、確認することが難しいというふうにおっし

ゃっておりましたので、次に使うようなときに流し

てみないと流れるかどうかが分からないというそう

いうことでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 Ｊアラートの受信機側のほうにつきましては、そ

もそも国から電波というか、信号が流れてきてから

湖西市の同報無線のほうに流すというような仕組み

になっております。もちろんＪアラートを国からの

訓練のときのように、通常の我々の年３回やってる

訓練のときは、国からの情報が来ない状態でＪアラ

ートの機器側だけを操作して、あのように鳴らすよ

うな形になっております。ですので、ふだんそれを

毎日やるわけにはいかないというか、そのＪアラー

トの機器自体がそういう形には対応してない仕様に



７０ 

なっておりますので、毎日そういうチェックはでき

ないようなものになっておりますので、先ほど申し

上げましたとおり年１回の保守点検、それから国が

行います試験放送、それから湖西市が行います訓練

放送によって、その導通を確認するというような形

になります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 今回の訓練では、17時に地震

発生の同報無線が入る予定でございました。17時の

同報無線が流れずに、手動の放送が流れるまでに15

分経過しておりますけれども、15分かかってしまっ

た理由というのは何かあるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 今回このような事態が発生したのは初めてであり

まして、訓練のための放送でありましたので、まず

その確認を行うということで、中でチェックを行っ

ていたことによって時間がかかってしまったと。 

 先ほど申しましたとおり、実際に災害があった場

合につきましては、例えば地震があったらすぐ揺れ

て状況が分かる状態でございますので、それで放送

が流れなければ、すぐに職員が飛んでいって放送を

かけるというような形にはなろうかと思いますので、

今回は訓練の対応のための放送ができてなかったの

で、それを確認するためにちょっと時間を要したと

いうような形になります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 本当に大地震が起きたときも、

状況を把握するにもやはり時間もかかると思います

し、日時とか状況によっては職員が参集したりとか、

職員が情報を確認するといってもやっぱり数分から

数十分、もしかしたらかかってしまうかもしれませ

ん。 

 先日の６月３日に、西住吉自主防災会を対象とし

まして、デジタル技術を導入した津波避難訓練報告

会を傍聴させていただく機会がありました。被害想

定では、約24分後には津波到達が予想されておりま

す。そして、15分以内には避難完了することが目安

とされておりました。15分の放送を待ってからでは

助からないということになってしまいます。同報無

線での避難開始の指示を待たず、高台に避難するこ

とが命を守る行動だと思いますが、湖西市の考えの

ほうはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 まさに今議員がおっしゃられたとおり、放送を待

たず揺れたら逃げるということが非常に重要だと考

えております。 

 実際に、私も３月11日の夜に住吉の命山の上で訓

練の様子を見てたんですけども、やっぱり上がって

きた方に、放送が鳴るのが遅れたもんですから自分

のほうから申し訳ございませんっていうお話をさせ

ていただいておりましたけれども、参加してきてい

ただいたちょうど年配の方ですね、おばあちゃんで

すけれども僕がすみませんっていうお話をしたら、

「鳴らなかったけど、実際には揺れたらもう逃げな

くちゃいけないもんね」っていうことを僕に言って

くれて、周りにいた人も「そうだよね、やっぱり待

ってちゃ駄目だよね」っていうふうに言っていただ

いたので、やっぱり地元っていうか市民の皆様の多

くは揺れたら、特に沿岸域の方については揺れたら

逃げなくちゃねっていうことは、かなり強く意識は

持っていただいてるものと思います。ただ、そうい

ったことを私どものほうも今後引き続き啓発をして、

揺れたらまず放送を聞く前であっても、まず逃げる

準備をして逃げ始めてくださいということは、言い

続けていかなくちゃいけないかなというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 私も当日、訓練に参加はして

おりましたが、やっぱりサイレンを待ってしまいま

して、スマホのほうとかでは受信をされて、訓練の

ほうが始まっているのは分かったんですけれども、

どちらを信じればいいかといいますか、すごい難し

いんですけど、本当に大災害が起きれば、地震が起

きましたらもちろん高台に逃げたりとかっていうの

は分かるんですけど、訓練だったからこそ余計に混
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乱したんじゃないかなっていうのは、自分も参加し

てみて思っていますし、もちろん参加した市民の方

からも「鳴らないね」というふうに声をお聞きしま

して、これで本当に大丈夫なのかなという不安をお

聞きしましたので、国のシステムがあるところと湖

西市のシステムがあるところで、うまくつながって

ないところがあるということが分かりましたので、

市民の皆様、特に津波が到達するところが分かって

いる地域に限っては、地震が起きたらすぐ高台に逃

げるという対応を取っていただいて、行くのが一番

いいかななんていうふうには私も思っております。 

 それでは２番目に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） ２月９日に行われました全国

一斉情報伝達試験は問題なく行われていたのか、ま

た、何を基準に問題なしと判断しているのかをお伺

いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 ２月９日に実施した全国一斉情報伝達試験では、

試験放送に異常はありませんでした。試験実施時に、

Ｊアラート受信機で情報を正常に受信できているこ

とと、市役所周辺の同報無線で放送が流れているこ

とを職員が確認しており、問題はなかったと判断し

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） この全国一斉情報伝達試験の

そもそもの目的といいますか、市民からしてみます

と放送が流れるか流れないかっていうのが目的なの

かなっていうふうに思うんですけれども、湖西市と

しましては国からの情報システムが、受信できるか

できないかっていうところが判断の一つになるんで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） 何とお答えしたらいい

のか、もちろん受信できることも必要です。それか

ら、その受信した情報がシステム的に同報無線側で

きちんと放送されるかどうかということも重要だと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） その後半の同報無線に流れる

かっていうところですけど、ここの湖西市の周辺だ

けじゃなくて、市内にはたくさんの流れるところが

あると思うんですけれども、それを一つ一つ調べる

方法とか、ここは流れた、流れなかったっていうの

は分かるようなシステムにはなっているのでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 まず、Ｊアラートから受信したデータは、基本的

に、同報無線の親局と言われる放送機器のほうへ先

ほど言いましたように流れるような仕組みになって

おります。そのときに、その放送の情報がデータで

送られてきておりますので、そのデータが湖西市で

流すべき放送かどうかというのは、全部プログラム

で決められております。そのプログラムに従って放

送をかけるということを放送卓のほうで、同報無線

の機器のほうで行っておりますけれども、その場合

につきましては全て湖西市の全域に対して放送する

というような形になっております。ですので、受信

した後に放送が流れてしまうということは、例えば

市役所の周辺だけで鳴ってて、例えば新居とか白須

賀のほうでは流れてないよとかっていうことは、ま

ず考えられないということになります。その場合に

つきましては、逆に同報無線の子局のほう、例えば

新居のこのスピーカーだけ音が出なかったよとか、

鷲津のここだけ出なかったよとかっていうことであ

りましたら、それは子局の側の問題というふうには

なります。その子局の側の問題につきましては、先

ほど議員がおっしゃられました毎日の放送の中で、

あれも全部子局がそれぞれタイマーを持ってて放送

してるわけではなくて、親局の放送機器のほうから

電波を飛ばして、それをスピーカーのところにある

子局が受信をして放送を流すという形になっており

ますので、その時点で毎日の放送がもし流れてこな

ければ、それは子局側で何か問題があるということ

で修理とか調整、点検をする必要が出てきます。そ

れにつきましては、やっぱり日頃から周辺の住民の
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方が音出てないよとかっていう御連絡はちょくちょ

くいただいておりますので、そういった場合には現

場を見に行って、直ちに修理や点検の手配等をして

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） それでは、３番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 災害時ですけれども、同報無

線設備の被災の可能性も考えられているのか、お伺

いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えします。 

 先ほどの回答を一部重複いたしますが、今回のよ

うな不具合などによりＪアラートによる放送ができ

ない場合につきましては、職員が手動で操作を行っ

て、直接放送を行うという体制を整えております。

また、大規模災害時におきましては、停電の対策と

いたしまして同報無線設備にバッテリーを備えてお

りまして、外部電源が喪失してから最大48時間、48

時間は対応が可能となっております。 

 しかしながら、同報無線設備自体が倒壊するなど

で被災して放送できない場合もあり得ますことから、

先ほどから申し上げましたとおり、同報無線を待た

ずに揺れたら逃げるという意識を、特に浸水想定区

域の方には持っていただけるよう、さらなる周知啓

発を行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 単純に停電するだけであれば

バッテリーがあるので、48時間ぐらいは通常どおり

使えるというふうなことと、あと大地震によって設

備が倒れてしまったりとか折れてしまったり、配線

などが断線などしてしまうと、それに関しては電源

が流れないということですので使うことができない

と、ということは同報無線がそこからは流れないと

いうふうになると思いますので、それが流れない理

由というものが、私たち市民からだと見ては分から

ないと思いますけれども、部長の答弁でありました

とおり大地震、地震が起きたら津波の到達すると予

想されてる地区においては、直ちに避難するという

ところを徹底するしかないのかなというふうには私

も思っております。 

 それでは、４番目に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 記録的短時間大雨情報の場合、

短時間で猛烈な雨や災害発生の危険度が高まる可能

性があります。2018年７月に発生した西日本豪雨な

どを踏まえ、短期間・局所的に発生する豪雨につい

て、避難情報を同報無線で周知する運用について、

湖西市の見解をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 短期間・局所的に発生する豪雨に対しましては、

市民の安全確保を最優先とし、適切なタイミングに

よる避難行動ができなかったことによる逃げ遅れを

防ぐことが最も重要であると考えております。この

逃げ遅れを防ぐため、避難指示などの発令の遅れが

被害の拡大を招かないように、現在では気象情報が

発表された時点で、見逃しよりも空振りを恐れず速

やかに、市民に対して同報無線やＳＮＳ等により避

難指示等を発令するほか、避難場所の適切な運用に

も力を入れるなど、発災時の適切な対応が行えるよ

う体制を整えております。 

 このような対策だけではなく、市民一人一人が日

頃から豪雨災害への備えを心がけることも大切であ

ることから、各世帯への自らの避難場所や避難行動

を記載する「もしもに備えて事前に決める私の避難

場所・避難所一覧」の配布や、出前講座などにて周

知啓発を行っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） ちょっと話がずれてしまうか

もしれないんですけれども、昨年も大雨のときです

けど三ツ谷の高架下のところ、冠水しまして車が１

台動けなくなってしまったということがありました。

多分それは初めてではなくて、あそこは結構水がた

まりやすいというところは、地元の人であれば当た

り前に知ってはいる事実かなというふうに思うんで

すが、どうしても湖西市内は昼夜人口が違うという
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ことで、働きに来て通る方もいらっしゃれば買物や

旅行に来られた方も通るというところもありまして、

非常にあそこは見にくいといいますか、ぎりぎりま

でちょっと分かりづらいというところと、大雨、短

期的に、集中的に降る豪雨の場合ですと、本当に30

分とか１時間のうちに冠水してしまうという可能性

が考えられます。湖西市内ですとあそこが一番危な

いかなと思うんですけど、何か対策みたいなのはさ

れていらっしゃるんですか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 一応、現地のほうではセンサーとそれから監視カ

メラが今つけておりまして、短時間で雨量が増えて

きて水がつかり出したときには、すぐ湖西市の職員

のほうに電話といいますかシステム上でメッセージ

が届くようになっております。それから、その冠水

の状態につきましてもリモートのカメラのほうで監

視ができるようになっておりますので、なるべく早

く職員のほうが現場に行って通行止めなり、それか

ら規制線を張ったりなんていうことができるような

体制にはなっております。ただし、昨今の大雨の状

況、例えば前日から降り続いてて雨量自体も多くな

ってるところに、さらに多くなってきたとかってい

うと、それが湖西市の職員が行くまでに間に合うか

どうかというのも、微妙なときもないわけではない

かと思いますが、なるべくそういったことが未然に

防げるように体制のほうも整えながら監視体制もつ

くって、注意していきたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） そういうときの通行止めをや

っていただける方っていうのは、湖西市の職員の方

がやっていらっしゃるんですか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 湖西市の職員が行っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 非常に危険な現場だと思いま

すので、安全に留意して行っていただきたいと思い

ます。 

 ちょっとまとめになるんですけれども、同報無線

においては聞こえにくい、聞こえないといった声、

また反対に音がうるさい、猿の目撃ごときで放送す

るななど、様々な意見が寄せられているとお聞きし

ました。私は湖西市に生まれ育ちまして、同報無線

のチャイムは、その日その日の行動の目安として生

活の一つに組み込まれております。12時のチャイム

が鳴ればお昼だなと、17時のチャイムが鳴ればもう

夕方かと思うわけでございます。 

 否定的な意見はあるものの、そもそもの同報無線

の目的は防災、応急、救助、災害復旧に関する業務

に使用することでございます。12時、17時の放送は、

放送のテストも兼ねております。今回の訓練時に鳴

らなかった経験を前向きに捉えていきまして、湖西

市も市民もいま一度、災害対策、防災対策について

考えるきっかけになったのではないかと思っており

ます。 

 また、５月27日には沖縄県を対象に、北朝鮮から

ミサイル避難呼びかけのＪアラートが発令されまし

た。何事もなく済み安心してはおりますが、不安定

な世界情勢を考えますと、他人事とも思えません。

市民の安心・安全のためにも、同報無線の運用につ

いては今後も注視してまいりたいと思います。 

 以上で１つ目の主題、同報無線については終わり

ます。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員、再開から１時間を

経過しましたので、ここで質問の途中ですけど暫時

休憩とさせていただきます。再開は15時30分、15時

30分とさせていただきます。 

午後３時16分 休憩 

───────────────── 

午後３時30分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、１番 相曽桃子議員の一般質問を行い

ます。主題２、質問要旨１番からとなります。相曽

桃子議員、どうぞ。 

○１番（相曽桃子） それでは、２つ目の主題のペ
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ット防災についてを始めさせていただきます。 

 質問しようとする背景や経緯についてです。 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災後、ペ

ット防災の必要性が認知され、平成28年４月に発生

した熊本地震での対応状況を検証し、より適切な対

策が講じられるようガイドラインが改正されており

ます。 

 湖西市地域防災計画の共通対策編「第３章災害応

急対応計画」第８節愛玩動物救護計画には、「災害

により住宅からの退去・避難を余儀なくされた者に

よる飼育愛玩動物の避難場所における管理及び飼い

主と逸れたペットへの対応に支障のないよう市、県、

飼い主等の実施事項を定める。」とし、役割が明記

されております。 

 平成29年９月定例会にて、先輩議員が「災害時の

動物救護について」一般質問を行っておりまして、

「飼育エリアや具体的な救護体制、避難所ごとに作

成を依頼する予定」と答弁がありました。 

 質問の目的でございます。 

 飼い主による災害時の適正飼養を支援すると同時

に、災害という非日常にあってもペットをめぐるト

ラブルを最小化させ、共に災害を乗り越えられるよ

うにするためでございます。 

 質問事項に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １、飼育エリアや具体的な救

護体制、避難所ごとに作成を依頼する予定のその後

についての進捗状況をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 内閣府の避難所運営ガイドラインでは、避難者が

ペットを連れて避難場所や避難所へ移動すること、

避難することを同行避難と言い、またペットを屋内

外問わず、避難所などの敷地内で飼育管理すること

を同伴避難としております。議員からの御質問は、

この同伴避難についての御質問ということでお答え

いたします。 

 避難所運営につきましては、避難所ごとに避難所

運営連絡会を立ち上げ、避難所運営マニュアルを作

成いただくこととしております。指定避難所15か所

のうち、避難所運営マニュアルにペットの避難スペ

ースについて記載のある避難所は、令和６年３月末

時点で11か所あります。また、避難所におけるペッ

トの具体的な救護体制につきましては、避難所運営

マニュアルに記載のある避難所はございません。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、避難所運営

連絡会が開催できずにおりましたが、各連絡会が再

開していく中で、ペットの避難スペースにつきまし

ても未記載の避難所には、マニュアルへの記載を働

きかけるとともに、具体的な救護体制につきまして

は関係機関との調整を進め、避難所ごとに話合いが

進められるよう引き続き支援を行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 今マニュアルが作成できてい

るのが11か所あるというところで、作成をされてい

る箇所につきましては、作成をして終わりの状況な

のか、マニュアルをつくったので実際にやってみよ

うと何かトライしてるようなところがあるのか、そ

こら辺の把握はされていらっしゃいますか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 実際にその避難所の開設訓練等を行って、どこま

で進めてるかということにつきましてはすみません、

ちょっと私どものほう、今データのほうがございま

せん。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） それでは、２番目に入ります。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 愛玩動物救護計画において、

湖西市の役割として、避難所におけるペットの取扱

い等について広く市民に周知を行うとされています

が、現状と課題のほうをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 湖西市では、愛玩動物救護計画に基づき、地域防

災を担っていただいております自主防災会に向けて、

ペット防災の必要性を周知するパンフレットや研修

会等の開催案内を配布するなど、意識啓発に取り組
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んでおります。 

 課題といたしましては、全市民におけるペット同

行避難に対する意識づけの定着、県や獣医師との連

携、避難所での衛生管理など、今後はより一層の広

報、普及啓発活動と具体的な体制づくりを進めてい

く必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 今答弁の中で、パンフレット

や研修会等を案内しているということですけれども、

それは湖西市が独自で行っているのか、どこかの団

体さんにお願いしているのか、そこについてはどう

なっていますでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 まず、チラシとパンフレットにつきましては、静

岡県の動物保護協会、そちらが作成したものがござ

います。そちらを湖西市の担当課が自主防災会へ配

布したり、または狂犬病の予防注射案内というのも

ございますので、そういったところで情報発信する

というところを、湖西市のほうで周知をしていると

いうところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） 環境課のところに行きますと、

こういうチラシがいろいろありましたので、一通り

ちょっと見させていただいたんですけれども、私も

犬を飼っていますので、獣医にかかったときにたま

たま行った獣医さんには、ペット防災についてとい

うふうなチラシが１枚貼ってあるのを目にしました。 

 あと、湖西市内において、狂犬病の予防注射をし

ているデータのほうを確認させていただいたところ、

最近の令和５年度ですと犬の登録数が3,268頭、注

射頭数のほうが 3,196頭、注射率というものが

97.8％と、大変湖西市は注射率の高いほうでありま

して、たしか静岡県の平均が70％後半ぐらいだと思

いましたので、本当に飛び抜けて湖西市は狂犬病の

予防注射をされていらっしゃる。つまり、大変犬を

大事にされている飼い主さんが多いんじゃないかと

いうふうに認識しております。 

 ただ、ペットといいましても犬だけではなくて猫

もいらっしゃるし、ウサギもいるだろうし鳥もいる

といろいろいらっしゃる中で、一番把握しやすいの

が犬だとは思うんですけれども、先ほど部長の答弁

の中に、狂犬病のお知らせのところにお知らせなど

を入れていただければということで、まだこれから

ということですよね、まだ狂犬病のお知らせのとこ

ろには特になかったと思うんですけれども、その予

定など何か、具体的にもしも決まっているんであれ

ば教えてください。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 予防注射の御案内の中に、

そういった情報を掲載するというのはこれから考え

ております。現在でも窓口であったり集合注射にお

いて、資料を配布するというそういった周知は現在

行っているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） ぜひ、集合場所だけではなく

て市内獣医さんにも協力していただいて、ペット防

災に関するチラシ、こういうものあると思いますの

で配布していただいて、まず飼っている飼い主さん

から自助のほうを進めていただく。ペット防災とい

うものは、飼い主さんだけの問題ではなくて飼って

いない方にも関係するようなこともありますので、

まずは飼っている飼い主さんたちが自助を進めてい

くところからまずスタートかなというふうに思って

はおります。 

 それでは、３番目のほうに入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 防災訓練にて、先ほどは同伴

避難についての質問でしたけれども、同行避難を行

っている地区の把握していらっしゃるのかをお伺い

いたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 湖西市が把握してる情報といたしましては、昨年

度の９月の総合防災訓練のときに、全61自主防災会

のうち住吉西自主防災会でペットの同行避難を含む

訓練が実施されております。その訓練における実績
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といたしましては、３世帯がペットとの同行避難を

実施したとの報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） その実施した自主防災会とい

うものは、事前にペットの同行避難もしていいです

よといいますか、何か積極的にペットと一緒に逃げ

てくださいみたいな周知があった上でなのか、別に

なくてそれぞれがペットを連れて避難されたのか、

そちらはどういうふうに把握されていらっしゃいま

すか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） ちょっとお時間いただ

いてよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 地域のほうで同行避難のほうの呼びかけを行って

訓練を行ったということでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） やはり市内の皆様、ペットを

飼っていらっしゃる市民の方からも声を聞くんです

けれども、やっぱりペット防災についてはそれなり

に関心がある方が多くて、それの逆と言いますか、

ペットを連れて避難することで、迷惑をかけてしま

うというふうに認識されてる方もいらっしゃるとい

うのも聞いております。 

 なかなか、もちろんアレルギーがあったりとか動

物が嫌いな方ももちろんいらっしゃるので、一概に

同行避難のほうを行うことが正しいかと言われます

と難しい問題ではあるんですけれども、やはり本当

に大災害が起きて絶対的に避難をしなければならな

くなったときは、ペットを置いていくわけにもいか

ないですし、はぐれてしまったペットを保護すると

いうところは、どこかでつくらなければならないと

いうのもあります。ですので、やはり日頃から少し

ペットに関する認識といいますか周知、把握、そし

て理解のところのそこら辺の進め方は、いろいろあ

ると思うんですけれどもやっていきたいと思います。

ただやっていきたいと思っても、自主防災会のほう

で自主的にやるっていうのもなかなか難しいことか

なとも思いますので、例えば湖西市がモデルとなる

自主防災会などを募ったりとかお願いしたりなどし

て、こんな感じでやってますよというところからス

タートするのも、一つの手かななんては思うんです

けれども、湖西市が率先してという言い方は悪いか

もしれないんですけど、自主防災会に声をかけてや

りませんかみたいな声かけはできるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 ちょうどタイムリーといいますか、実は今年度の

最初の自主防災会への説明会の中で、久しぶりに環

境課のほうから依頼もありまして、そのペット防災、

同行避難等に関する啓発のチラシのほうを自主防災

会のほうにも配らせていただきました。そういうこ

とがあったもんですから、我々のほうも今度９月に

行う総合防災訓練の中で、訓練項目の中で幾つかい

ろんな訓練、こういうのをやったらどうですか、計

画してくださいよというような選択項目があるんで

すけども、その中に実は今回ペットの同行避難につ

いてもその項目を入れさせていただきまして、もし

よければやってくださいという形で案内を出す予定

になっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） すみません、４番と内容がか

ぶってしまったんで、４番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 日頃から、ペット防災につい

て理解していただくためには、避難訓練などで実際

に一緒に避難する同行避難を行ったり、避難所のマ

ニュアルどおり実施できているかを確認する訓練、

同伴避難のほうを行ったりということが必要だと思

いますけれども、先ほど聞きましたけどもう一度湖

西市の見解についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、訓練ではやっぱりペッ

トを連れた同行避難を、また実地の避難所開設訓練

や運営訓練を行う際には、同伴避難を盛り込んだ訓
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練が繰り返し行われていくということが重要である

と私どもも認識しております。 

 訓練を通して見えてくる課題を基に、各避難所で

避難所運営マニュアルを更新していただくなどして

いただけるよう、今後も引き続き支援していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽桃子議員。 

○１番（相曽桃子） こちらのチラシの中にも具体

的に書いてあるんですけれども、やはり災害が起き

たときに、ふだんはとてもお利口さんなペットでも、

地震が起きて揺れたりすると外に飛び出してしまっ

たりとか、あとふだんはほえないのにすごいほえて

しまったりとか、全然かまないペットなのにストレ

スを抱えてかんでしまったりとかっていうのが、実

際3.11の東日本大震災のときにありまして、そうい

うのもあってペット防災という話が多く出てきたよ

うになっていると思います。 

 また、あのときに原子力発電所の事故で人が入れ

なくなってしまったときに、いろんな動物がそのま

まになって生態系というところの問題や、そういう

放置された動物たちを保護するためにとても大変だ

ったという話も聞いております。 

 また、コロナ禍で特に御近所との関係が希薄ぎみ

になってしまって、お話しする機会もなかったと。

この中にも、備えとして御近所や犬仲間との連携と

いう言葉もございます。日頃から備えることが非常

に大事になってくるということで、ペットを飼って

る方だけではなくて、ペットを飼ってない方にもと

ても関係のある内容でございますので、先ほどもあ

りましたとおり、自主防災会のほうでちょっと力を

入れてやっていけたらという話が聞けましたので、

今後も注視してまいりたいと思います。 

 私の一般質問のほうはこれで終わりにいたします。

ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、１番 相曽桃子議員

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で本日の日程は終了いた

しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ

さまでございました。 

午後３時47分 散会 

───────────────── 

 


